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はじめに 
 

 

 

釧路市では、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、成年

後見制度の利用を支援するため、平成２５年度に釧路市権利擁護成年後見

センター（以下「センター」という。）を設置し、釧路市社会福祉協議会が

運営を受託しています。 

センターでは、判断能力が十分でない人の生活を、身近な立場で支援す

る市民後見人を養成するとともに、市民後見人が適切に、安心して活動で

きるように支援します。 

 この「市民後見人活動マニュアル」（以下「マニュアル」という。）は、

釧路市の市民後見人が後見人・保佐人・補助人（以下「後見人等」という。）

として家庭裁判所から選任され、活動する際の基準となるものです。 

後見活動の際にはマニュアルを活用していただき、更に困った時には、

いつでもセンターに相談してください。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 市民後見人の責任と倫理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 市民後見人は、後見人等としての責任を倫理

観をもって全うすることが求められます。 

◼ 市民後見人がもつ理念や果たすべき役割を十

分に理解することが大切です。 
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１ 権利擁護の推進及び生活と人生の創造 

 市民後見人による後見活動の第一義的な目的は、本人の権利を擁護し、

その人らしい生活と人生を支援することにあります。後見人等の具体的活

動である財産管理と身上保護を通して、本人の自己決定を支援しながら本

人らしい生活と人生を支援することになります。ここでいう権利擁護活動

とは単に本人を擁護する存在として捉えるのではなく、本人を生きる主体

として捉えることを意味しています。 

 さらに、市民後見人の場合には、身近なところで本人に関わり、きめ細

やかな対応ができるなど、その活動特性を最大限に活かすという視点も大

切です。 

 

２ 地域福祉の推進 

 市民後見人は、地域福祉の推進にも寄与することが求められています。

市民活動の一環として市民後見人が活動すること自体、地域福祉の担い手

として活動することを意味します。本人が近隣の住民と良好な関係を保ち

ながら生活できるように働きかけることはもちろん大切ですが、その先に

は、たとえ判断能力が不十分であっても、地域でその人らしく暮らせるま

ちづくりというノーマライゼーションの理念を追求していくことも求め

られます。 
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３ 自己研鑽の必要性 

 市民後見人は、家庭裁判所から選任された後見人等として活動すること

になります。なお、市民後見人だからといって、専門職の後見人等に比べ

責任が軽減されるということはありません。 

 そのためにも、後見活動に求められる知識と技術について、日常的に研

鑽を積むことが求められます。 

 

４ 連携と協働の視点 

 市民後見人の活動は、家族とは違う、第三者として支援するものであり、

センターのサポートを受けながら、地域の専門職とともに本人に働きかけ

ることが求められます。支援のあり方は多様です。専門職の見方を学びな

がら市民後見人としてできる範囲のことにしっかりと取り組むことが大

切です。 

 

５ 規程の遵守と秘密保持 

 市民後見人は、センターのサポートがあるという前提で家庭裁判所から

選任され、市民後見人バンクに登録して活動することとなります。そこで

は、センターの「市民後見人の登録及び活動等に関する取扱い基準」を遵
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守することが求められます。定期的に活動報告をしたり、助言を受ける等、

センターとの日常的なやり取りも大切です。 

 さらに、個人情報保護、秘密保持の観点から、後見活動を通して知りえ

た情報を他者に漏らしてはなりません。バンク登録者間であっても例外で

はありません。後見人ではなくなったり、バンクの登録が終了した後も同

様です。 
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Ⅱ 市民後見人に期待される活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 市民後見人は、判断能力が十分ではない方の

生活を支えるとともに、地域社会における権

利擁護の推進を図ることが期待されます。 
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１ 本人の意思の代弁 

 判断能力が十分ではない本人の意思の代弁は、権利擁護の実践として大

きな意味をもちます。本人の意思や意向を十分に汲んで後見活動に反映す

るという姿勢が大切になります。市民後見人の一方的な思い込みや押しつ

けは、権利侵害につながる可能性があります。 

 本人の意思を尊重し、本人の意向を代弁するためには、本人との関係づ

くりを進めること、コミュニケーションの機会を大切にすること、可能な

範囲で過去の生活歴、生活スタイル、本人のお金への意識、地域との関係

等について情報を得て、本人の意思や意向をキャッチしようとすることが

大切です。 

 また、後見活動は長期にわたることもあるので、本人の意思や意向を一

緒に見つけようとする姿勢も求められます。 

 

２ 基本的ニーズの充足と本人らしい生活の質の向上 

 衣食住や介護をはじめ、本人の基本的なニーズを満たし、安定した生活

ができるようにすることは後見活動の基本です。このことは、本人らしい

生活を創造していくための基礎的な要件となります。 

 もちろん、安全で安心した生活の維持は大事な視点ですが、衣食住につ

いても本人の希望や嗜好が反映されなければなりません。とりわけ、居住

場所をどのように設けるかは、本人の生活に大きな影響を与えることにな
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るので、十分な検討が必要となります。 

 また、在宅・入所にかかわらず、日々の介護サービスの内容についても

本人の生活状況やスタイルに対応できているかについて確認することが

求められます。 

 こうした基本的ニーズの充足への取り組みの目標として、本人らしい生

活の質を高めていくことが位置づけられます。身上保護においては、その

過程における様々な関わりに重要な意味を見出すことになります。 

 

３ 良好な社会関係の構築 

 本人の生活は、社会関係の質にも大きく左右されます。配偶者、親族、

友人、近隣住民等との人間関係を良好に保てるようにすることも身上保護

の大切な視点です。受任した時点で、周囲との人間関係が希薄になってい

たり、関係が崩れていることも少なくありません。そこへの調整や働きか

けも重要となります。 

 また、これまでの関係を大切にするというだけではなく、本人の生活状

況の変化に合わせて、市民後見人による働きかけによって、新たな人間関

係を形成するという視点も大切です。 
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４ 適切なサービスの活用 

 本人の生活を支えるために、介護保険等のサービスを活用することもあ

ります。サービスの契約は、重要な後見業務の一つです。しかし、むやみ

に契約を行うのではなく、本人の意思を代弁し、また本人にとって必要な

ものをきちんと見極めて提供することが大切です。そのためには、本人の

生活の在り方を十分に検討することが不可欠となります。 

 また、サービスの契約後、本人にとって有意義なサービス内容になって

いるかをチェックすることも求められます。本人のニーズは絶えず変化す

るため、それに合わせて柔軟に対応しましょう。 

 

５ 適切な財産管理と本人にとって有意義な財産の活用 

 適切な財産管理は後見活動の重要な柱です。定期的な収支を把握し、長

期的な展望に立って計画的に管理することが基本となります。また、当然

ながら金銭搾取や消費者被害を予防することも大切です。 

単に無駄遣いをしないということだけでなく、本人にとって意味のある

使い方をすることが生活の質を高めるために重要となります。 
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６ 地域社会における権利擁護の推進と成年後見制度の普及 

 市民後見人の使命のひとつは、地域社会において権利擁護の意識を高め、

成年後見制度の普及を図ることです。これは地域福祉の推進にもつながり

ます。市民後見人の存在自体が、その役割を果たすことになりますが、さ

らに積極的に地域のなかで制度の普及に努めることが求められます。 
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Ⅲ 市民後見人受任に関わる手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 市民後見人として活動するためには、様々な

手続きがあります。 

◼ 受任してから活動が終了するまでの手続きに

ついて理解しましょう。 
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１ 市民後見人推薦から活動までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）市民後見人推薦までの手続き 

① 成年後見審査会で、市民後見人の受任が適切かを判断します。 

② 市民後見人が適切であると判断した場合、センターは候補者へ意向

を確認します（センターは電話等で候補者にケースの概略をお伝え

し、受任の意向を確認します。）。 

③ 候補者が受任を受諾した場合、センターは関係機関を集め受任調整

会議を行います（やむを得ない事情で受任調整会議を行えない場合

は、面接にてセンターから候補者へ事案について詳しい内容をお伝

えします。）。 

 

 

～受任調整会議～ 
 受任調整会議では、本人の関係者、市民後 

見人候補者、センターが集まって本人の現状

と課題について共有し、市民後見人選任後の

支援方針や役割分担について話し合います。 

 

 

 

 

 

市民後見人を推薦するまでの流れや、活動開始までの手続きに 

ついては、以下のとおりです。 
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④ 候補者は必要書類（「後見人等候補者事情説明書（※１）」、「誓約書

（※２）」、住民票）をセンターに提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ センターは申立に関する書類が整い次第、家庭裁判所に上記書類を

提出し、市民後見人を推薦します。 

 

（２）家庭裁判所による候補者への照会等 

① 家庭裁判所は、推薦された候補者に対して電話等で受任に関する意

向調査を行います。 

② 初めての受任となる候補者は家庭裁判所にて職務についての説明

を受けます。 

※ ①、②については省略される場合もあります。 

 

（３）後見等開始 

① 家庭裁判所は候補者が後見人等としてふさわしいと判断した場合、

「審判書」を候補者に交付します（申立人にも交付されます。）。 

② 審判書を申立人、後見人等候補者双方が受け取った次の日から２週

間経過した日に審判が確定します。 

③ 審判が確定すると後見人等は活動を開始することができます。 

※１「後見人等候補者事情説明書」  

様式集３３～４０ページに掲載 

※２「誓約書」 様式集４１ページに掲載 
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④ 家庭裁判所は審判確定後、東京法務局に後見等登記の嘱託をします。

登記が完了したら、家庭裁判所から「登記番号通知書」が届きます。 

⑤ 登記番号通知書が届いたら、登記事項証明書の発行が可能になるた

め、「登記事項証明申請書（※３）」を釧路地方法務局に提出します。 

 

 

 

 

 

～登記事項証明書～ 

登記事項証明書は後見人等の身分証明書であり、金融機関や市役所、

年金事務所での後見人等登録の手続等に使用します。 

 

⑥ 審判確定後、1 ヶ月以内に家庭裁判所に初回報告を行います。初回

報告については「４ 家庭裁判所への報告」（２１ページから）にて

詳しく説明します。 

 

 

～財産管理の開始について～ 

家庭裁判所への初回報告が終わるまでは、原則として本人の財産の処

分や預貯金の出入金を始められません。急迫の必要がある場合は例外

ですが、初回報告が完了してから財産管理を始めるようにしましょう。 

 

※３「登記事項証明申請書」 様式集５９ページに掲載 
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２ 市民後見人が加入する保険について 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）加入保険について 

⚫ 名 称：「成年後見賠償責任保険（市民後見用）」 

（東京海上日動火災保険株式会社） 

⚫ 保険契約者：釧路市社会福祉協議会（受任者を加入者名簿に記載） 

⚫ 補償内容：成年後見業務に起因して発生した他人の身体の障がい、     

財物の損壊、人格権侵害、情報の漏洩等 

⚫ 保険期間：８月１日から翌年８月１日までの１年間（１年更新） 

⚫ 保 険 料：１人あたり      円／年（変動の可能性あり） 

     保険加入開始時から月割での加入となります。 

⚫ 申込方法：受任時にセンターより案内した後、所定の様式を提出し 

ていただきます。 

※ 保険の詳しい内容は１０３～１０８ページ参照 

 

（２）保険料について 

⚫ 原則として市民後見人受任者個人の負担となります。ただし、過去

に後見等報酬を受けていない等、一定の要件を満たしている場合は

センターが保険料の助成を行います。 

 

 

市民後見人が後見人等を受任した場合、賠償責任保険に加入し 

ていただきます。なお、市民後見人バンク登録者で未受任の方 

は、加入の必要がありません。受任の際に、改めてセンターか 

らご案内いたします。 
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３ 市民後見人活動への相談・支援体制 

 

 

 

 

 

 

（１）センター職員による相談・支援 

⚫ 月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く。）午前９時から午後５時

まで、電話・来所等による相談対応を実施しています。 

 

 

 

～連絡先～ 
〒０８５－００１１  

釧路市旭町１２番３号 

釧路市総合福祉センター３階 

釧路市権利擁護成年後見センター 

電話：０１５４－２４－１２０１ 

 

 

（２）定期の活動報告 

⚫ 受任後３ヶ月、以降１２ヶ月毎、後見等終了後に実施します。 

⚫ 「市民後見人活動報告書（※１）」等を提出いただき、面接を行いま

す(詳しくは１０９～１１１ページを参照。)。 

 

 

 

センターは市民後見人の相談に随時応じることができる体制を 

整えています。また、定期報告での後見活動のチェックや、適 

切な活動を行うための相談・助言等を行うとともに、活動に役 

立つ研修会を開催します。 

※１「市民後見人活動報告書」様式集４２～４３ページに掲載 
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⚫ 基本的には、センター職員と面接を実施しますが、受任後１２ヶ月

以降の案件については、市民後見人が面接を希望せず、センターも

必要がないと判断した場合には、面接を省略し、活動報告書類の提

出のみ行っていただきます。 

⚫ 活動報告の時期が近くなりましたら、センターより通知いたします。 

 

（３）市民後見人スキルアップ講座 

⚫ 市民後見人バンク登録者を対象に、年に３回程度開催します。 

⚫ 「死後事務」「意思決定支援」「市民後見人の実践報告」「医療機関と

の連携」等、市民後見活動に共通した話題について理解を深める場

となりますので、積極的にご参加ください。 

⚫ 開催日程が近くなりましたら、センターより通知いたします。 
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４ 家庭裁判所への報告 

 

 

 

 

 

 

（１）初回報告 

⚫ 後見人等は、受任後速やかに本人の生活、医療・介護サービスの利

用状況、収支、財産状況を調査し、審判確定後１ヶ月以内に家庭裁

判所に初回の「事務報告書（※１）」、「収支予定表（※２）」、「財産

目録（※３）」を提出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 収支状況、財産状況については審判書に同封されている申立時の収

支予定表、財産目録を最新のものに朱書き訂正して提出します。 

⚫ 期限内に提出が間に合わない場合、事前に家庭裁判所へその旨を理

由とともに伝えます。 

 

後見人等は、家庭裁判所へ定期的に報告書類の提出を行う義務 

があります。初回報告、定期報告、終了報告等、いつ報告書を 

提出するのかを把握しておきましょう。 

※１「事務報告書（初回報告）」 様式集４４～４６ページに掲載 

※２「収支予定表」 様式集４７～４８ページに掲載 

※３「財産目録」 様式集４９～５２ページに掲載 
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（２）定期報告（１年ごと） 

⚫ 後見人等は受任後、家庭裁判所へ定期的に後見事務の報告書を提出

することになります。審判書とともに２年目以降用の「事務報告書

（※４）」等と、報告時期が記載された案内が同封されていますので、

必ず確認を行い、期限までに提出します。 

 

 

 

 

 

（３）その他の報告、手続き 

⚫ 本人や後見人等の住所、本籍、氏名等が変わった場合には、家庭裁

判所への報告が必要ですので、変更事項がわかる書類を家庭裁判所

に提出します。 

⚫ また、登記事項の変更が必要となりますので、東京法務局に変更の

「登記申請書（※５）」を提出します。 

 

 

 

 

⚫ 本人以外のために本人の財産を使う際や、高額の物品の購入等をす

る際には家庭裁判所へ事前に連絡します。 

⚫ 居住用不動産の処分(アパートや公営住宅の解約を含む)を行う場

合は、事前に家庭裁判所に処分許可の申立が必要になりますので、

必ず家庭裁判所に連絡しましょう。 

 

（４）後見等の終了の報告～死亡時や辞任時 

⚫ 本人が死亡した場合は、家庭裁判所に本人の死亡事実が記載された

戸籍謄本または死亡診断書の写しを提出して、本人が亡くなったこ

とを連絡します。 

※４「事務報告書（定期報告）」 様式集５３～５８ページに掲載 

※５「登記申請書(変更の登記)」 様式集６０～６２ページに掲載 
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⚫ 本人の死亡や後見人等の辞任を理由とする後見等の終了にあたっ

ては、管理計算や相続人への財産の引渡等の業務を行う必要があり

ます。 

 

 

～終了の事務について～ 

後見終了時の事務や報告にあたって、不明な点が多く出てくると思

いますので、センターや関係機関に相談すると良いでしょう。 
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５ 報酬付与審判申立について 

 

 

 

 

 

（１）報酬付与申立の方法 

⚫ 「報酬付与審判申立書（※１）」と「報酬付与申立事情説明書・別紙

（※２）」を記載し、収入印紙   円、郵便切手   円を添付し

て家庭裁判所へ提出します。なお、申立にかかる費用は後見人等の

負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～報酬付与審判申立の時期～ 

家庭裁判所への事務報告書提出と同時に申立書を提出すると手続

きがスムーズです。 

 

 

 

後見人等は、家庭裁判所への年次報告、終了報告時に報酬付与 

審判申立を行うことができます。手続きについては以下のとお 

りです。 

※１「報酬付与審判申立書」 様式集６４～６５ページに掲載 

※２「報酬付与申立事情説明書・別紙」 

様式集６６～６８ページに掲載 
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（２）報酬助成制度の利用 

⚫ 本人が生活保護世帯もしくは住民税非課税世帯であり、資産が一定

額を下回っている場合、釧路市の報酬助成の制度が利用できます

（詳しい内容は１１２ページ参照）。 

⚫ 申請する際は、「後見人等報酬助成に係る申出書（※３）」に必要事

項を記入し、添付書類とともに釧路市役所福祉部社会援護課に提出

します。 

 

 

 

 

 

 

～報酬助成申請の時期～ 

報酬助成の申請は、必ず家庭裁判所への報酬付与審判申立の前に行

いましょう。 

 

 

（３）報酬の受取 

⚫ 報酬決定の審判書が届いたら、審判書に書かれた金額を本人の預貯

金から受け取ります。 

⚫ 本人から受け取った報酬については、領収書を作成し保管します。

領収書への収入印紙の貼付は不要です。 

⚫ 報酬助成の対象の場合は、釧路市役所福祉部社会援護課に「成年後

見制度利用支援事業助成金申請書（※４）」を添付書類とともに提出

します。 

 

 

 

 

※４「成年後見制度利用支援事業助成金申請書」 

        様式集７１～７２ページに掲載 

※３「後見人等報酬助成に係る申出書」 

様式集６９～７０ページに掲載 
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年月日 摘要（お客様メモ） お支払金額 お預かり金額 差引残高

1 　5-3-30 繰越金額 200,000

2 　5-4-10 施設利用料 80,000 120,000

3 　5-4-15 ネンキン 160,000 280,000

4 　5-4-30 4月分後見事務費 1,300 278,700

5 　5-5-1 5月分本人小遣い 10,000 268,700

6

7

8
収支内容について

メモ書きする。

６ 日常的な金銭管理の方法 

 

 

 

 

 

 

 

（１）通帳の管理方法 

⚫ 日常的な金銭管理を適切に進めるために、使っていない本人名義の

通帳は解約する等、できるだけ集約し一本化を進めます。 

⚫ 通帳からは個別に必要金額だけを引き出すようにします。 

⚫ 現金での支払いを少なくするため、可能な限り口座引き落としを利

用します。 

⚫ 収支内容については通帳にメモ書きし、後日通帳を見たときにわか

るようにしておきます。 

 

 

～通帳へのメモ～ 

 

 

 

 

 

 

家庭裁判所への定期的な報告を行うために、日ごろの後見活動 

を記録し、誰が見てもわかりやすい金銭管理を行う必要があり 

ます。基本的な金銭管理の方法については、以下のとおりです。 
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（２）領収書の整理方法 

⚫ 領収書は、金額に関わらず全て保管し、種類別に分けるなど、分か

りやすいように整理します。 

⚫ 保管期間は５年間とします。 

⚫ ノートに貼る場合は、後でコピーしやすいように、A4の大きさの台

紙に種類別にして、時系列で重ならないように貼ります。 

 

 

～領収書の貼り方～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施設、病院に現金を預ける場合の取り扱い 

⚫ 施設や病院に現金を預ける場合は、「金銭受渡書（※１）」等を使っ

て、受け取りの署名、押印を得ます。 

 

 

 

 

施設利用料 日用品費

4月分

5月分

6月分

※１「金銭受渡書」 様式集７３ページに掲載 

4月1日

4月15日
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日付 適要 収入 支出 残高 備考

2月1日 繰越金額 15,000

2月10日 新聞代 3,540 11,460 領収書①

2月15日 灯油代 4,250 7,210 領収書②

2月15日 ○○口座より入金 10,000 17,210

⚫ 施設、病院で作成している「預かり現金出納帳（※２）」や領収書を

定期的に確認します。 

 

 

 

 

⚫ 現金を預ける際には、都度、残高と現金を確認します。 

 

 

（４）小口現金の取り扱い 

⚫ 少額の出金をしやすくするために、やむを得ず、小口現金を手元に

預かっておく場合は、支出にあたって、必ず領収書を保管し「小口

現金出納帳（※３）」にその都度記帳します。 

 

 

 

 

 

⚫ 領収書には番号を割り振り、小口現金出納帳備考に記載するなど整

理しましょう。 

 

 

 

～小口現金出納帳の記載例～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２「預かり現金出納帳」 様式集７４ページに掲載 

※３「小口現金出納帳」 様式集７５ページに掲載 
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内容 金額

活動記録 後見人活動費

年　月　日 時刻 活動内容

15

　施設職員から連絡。本人の居室が乾燥するの

で預り金から加湿器を購入しても良いかとの相

談。本人も希望しており、購入をお願いした。

5 2 10 10 00

　本人から小遣いが少なくなったので持って来

てほしいと連絡。○○銀行で5,000円を払出し本

人に渡す。施設で購入した加湿器を気に入って

いる様子。

交通費 300円5 2 24 11 00

　○○銀行にて施設利用料98,000円を払出し施

設にて支払。本人と30分程面会する。 交通費 300円

5 2 15 13

（５）後見事務費の精算 

⚫ 後見事務費については「市民後見人活動記録（※４）」に記録し、で

きる限り１ヶ月毎にまとめ、その金額を通帳から引き出します。 

 

 

 

 

 

⚫ 後見事務費とは本人のために使った郵便切手、コピー代、交通費等

の経費のことをいいます。 

 

 

 

～市民後見人活動記録の記載例～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４「市民後見人活動記録」 様式集７６ページに掲載 
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※家庭裁判所への報告様式の一部は下記「裁判所」のホームページより電子データをダ

ウンロードできますのでご利用ください。 

 

【後見ポータルサイト】で検索または、 

https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp7/koukenhoukoku1/index.html 

 

 

32



【令和３年４月版】 

 

 

後見人等候補者事情説明書 
 

※ 候補者の方が記載してください。 

※ 候補者の方がいない場合には提出は不要です。 

※ 記入式の質問には，自由に記入してください。選択式の質問には，該当する部分の□にチェ

ックを付してください。 
 

  令和   年   月   日 
 

  候補者の氏名                印  

 

候補者の住所 

□   申立書の成年後見人等候補者欄に記載のとおり 

  □ 次のとおり 
 
    〒   －     
 
    住所：                                    

 

  裁判所からの電話での連絡について 

       平日（午前９時～午後５時）の連絡先：電話     （      ）        

（□携帯・□自宅・□勤務先） 
 

・ 裁判所名で電話することに支障がありますか。 □電話してもよい・□支障がある 

・ 裁判所から連絡するに当たり留意すべきこと（電話することに支障がある時間帯等）が

あれば記載してください。 

                                             

 

１ あなたの現在の生活状況，健康状態，経歴など（法人が候補者の場合には記載不要です。） 

(1) 職業  

（職種：           勤務先名：               ） 

 

(2) あなたと同居している方を記載してください。 

□ 同居者なし 

    □ 同居者あり ※ 同居している方の氏名・年齢・あなたとの続柄を記載してください。 

（氏名：           年齢：    あなたとの続柄：      ） 

（氏名：           年齢：    あなたとの続柄：      ） 

（氏名：           年齢：    あなたとの続柄：      ） 

（氏名：           年齢：    あなたとの続柄：      ） 

 

 (3) 収入等 

 収入（年収）（          円） 

資産 
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□ 不 動 産 

□ 預 貯 金（          円） 

□ 有 価 証 券 

□ そ の 他（内容：                    ） 

  負債（借金） 

□ 住宅ローン（          円） 

□ 自動車ローン（          円） 

□ 消費者金融（          円） 

□ そ の 他（内容：          ）（金額：          円） 

  

(4) あなたとともに生計を立てている方がいる場合又はあなた以外の方の収入で生計を立て

ている場合には，その方の続柄と収入を記載してください。 

 あなたとの続柄（     ）・収入（年収）（         円） 

  

 (5) あなたの現在の健康状態（差し支えない範囲で記載してください。） 

□ 健康体である。 

□ 具合が悪い。（具体的な症状：                     ） 

     □ 通院治療中である。 

       （傷病名：         通院の頻度：  か月に  回程度） 

 

 (6) あなたの経歴（最終学歴・主な職歴）について書いてください（差し支えない範囲で記

載してください。）。 

 

２ あなたは，次のいずれかに該当しますか。 

□ 次の事項に該当する。 

    □ 未成年者である。 

  □ 家庭裁判所で成年後見人，保佐人，補助人等を解任されたことがある。 

   □ 破産手続開始決定を受けたが，免責許可決定を受けていないなどで復権していない。 

   □ 現在，本人との間で訴訟をしている又は過去に訴訟をした。 

□ あなたの〔□ 配偶者 □ 親 □ 子〕が，現在，本人との間で訴訟をしている又は過

去に訴訟をした。 

□ いずれにも該当しない。 

年 月 経  歴 年 月 経  歴 

・  ・  

・  ・  

・  ・  

・  ・  

・  ・  
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３ あなたと本人との日常の交流状況（同居の有無，家計状況，面会頻度，介護，援助，事務等） 

 (1) 本人との関係 □ 本人の親族（続柄：    ） □ その他（        ） 

 

 (2) 本人との同居の有無 

現在，本人と □ 同居中である。（同居を開始した時期     年  月～） 

           □ 別居中である。 

 

 (3) 本人との家計の状況 

    現在，本人と □ 家計が同一である。 □ 家計は別である。 

 

(4) ※ 本人と別居中である方のみ回答してください。 

    本人との面会の状況 □ 月に（  ）回程度  □ ２～３か月に１回程度 

              □ 半年に１回程度    □ 年に１回程度 

              □ ほとんど会っていない □ その他（          ）  

  

(5) あなたが本人のために介護や援助など行っていることがあれば記載してください。 

                                                

                                                

 

４ あなたと本人との間で，金銭の貸借，担保提供，保証，立替えを行っている関係がありますか。 

・ 金銭貸借  □ なし □ あり（具体的な金額，内容：               ） 

・ 担保提供  □ なし □ あり（具体的な金額，内容：               ） 

・ 保証    □ なし □ あり（具体的な金額，内容：               ） 

・ 立替払   □ なし □ あり（具体的な金額，内容：               ） 

※ あなたが立て替えた金銭が「あり」の場合，本人に返済を求める意思がありますか。 

□ 返済を求める意思はない。 □ 返済を求める意思がある。 

 

 ※ 「あり」に該当する項目がある場合は，関係書類（借用書，担保権設定契約書，保証に関

する書類，領収書，立替払を示す領収書・出納帳等）のコピーを添付してください。 

 

５ あなたが候補者となった経緯や事情を記載してください。 

                                             

                                            

                                                                                   

 

６ 本人の財産管理と身上保護（療養看護）に関する今後の方針，計画 

  □ 現状を維持する（本人の財産状況，身上保護状況が変化する見込みはない。）。 

  □ 以下のとおり，財産状況が変化する見込みである。 

   （大きな収支の変動，多額の入金の予定など，具体的な内容を記載してください。） 

                                             

                                             

□ 以下のとおり，身上保護（療養看護）の状況が変化する見込みである。  
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   （必要となる医療や福祉サービス，身の回りの世話など，具体的な内容を記載してくださ

い。） 

                                             

                                                                                                                      

 

７ 成年後見人・保佐人・補助人の選任の手続について 

  成年後見人・保佐人・補助人の選任の手続について，次のことを理解していますか。理解し

ている事項の□にチェックを付してください。 

□ 家庭裁判所が，あなた以外の人を成年後見人・保佐人・補助人に選任する場合があること。 

□ あなたを成年後見人・保佐人・補助人に選任するとともに成年後見監督人・保佐監督人・

補助監督人を選任する場合があること。 

□ 誰を成年後見人・保佐人・補助人に選任するかという家庭裁判所の判断については，不服

の申立てができないこと。 

 

８ 成年後見人・保佐人・補助人の役割及び責任について 

 (1) 家庭裁判所に備え付けているＤＶＤ，裁判所ウェブサイトの後見ポータルサイト又はそ

の他の説明資料をご覧になるなどして，成年後見人・保佐人・補助人の役割や責任を理解

していますか。 

   □ 理解している。 

□ 理解できないところがある。又は疑問点がある。 

 （理解できないところや疑問点について記載してください。） 

                                             

   □ 理解できていない。 

     → 家庭裁判所に備え付けているＤＶＤ，裁判所ウェブサイトの後見ポータルサイト

又はその他の説明資料などで，成年後見人・保佐人・補助人の役割や責任について

説明していますので，そちらをご覧になってください。 

 

 (2) あなたが成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合には次のことに同意しますか。 

ア 本人の意思を尊重し，本人の心身の状態や生活状況に配慮すること。 

イ 本人の財産を本人以外の者のために利用しないこと。また，投資，投機等の運用をし

たり，贈与，貸付をしたり，本人に借金や保証（抵当権の設定を含む。）等をさせること

がないように誠実に管理すること。 

ウ 本人の収支状況を把握し，適切に管理すること。 

エ 家庭裁判所の指示に従い，書類の提出や定期的な報告を行うなど，後見等事務の監督

を受けること。 

    □ 全てに同意する。 

    □ 同意できない。又は疑問点がある。 

     （同意できない理由や疑問点について記載してください。） 
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【令和３年４月版】 

 

後見人等候補者事情説明書 
 

※ 候補者の方が記載してください。 

※ 候補者の方がいない場合には提出は不要です。 

※ 記入式の質問には，自由に記入してください。選択式の質問には，該当する部分の□にチェ 

ックを付してください。 
 

  令和 〇 年 〇 月 〇 日 
 

  候補者の氏名  甲 野  夏 男      印  

 

候補者の住所 

☑   申立書の成年後見人等候補者欄に記載のとおり 

  □ 次のとおり 
 
    〒   －     
 

    住所：                                    

 

  裁判所からの電話での連絡について 

       平日（午前９時～午後５時）の連絡先：電話  〇〇〇 （ 〇〇〇〇 ） 〇〇〇〇  

（☑携帯・□自宅・□勤務先） 
 

・ 裁判所名で電話することに支障がありますか。 ☑電話してもよい・□支障がある 

・ 裁判所から連絡するに当たり留意すべきこと（電話することに支障がある時間帯等）が 

あれば記載してください。 

     特になし                                        

 

１ あなたの現在の生活状況，健康状態，経歴など（法人が候補者の場合には記載不要です。） 

(1) 職業  

（職種：     会社員     勤務先名：   〇〇株式会社    ） 

 

 (2) あなたと同居している方を記載してください。 

□ 同居者なし 

    ☑ 同居者あり ※ 同居している方の氏名・年齢・あなたとの続柄を記載してください。 

（氏名：  甲野 花子    年齢： 〇〇  あなたとの続柄：  母  ） 

（氏名：  甲野 海子    年齢： 〇〇  あなたとの続柄：  妻  ） 

（氏名：  甲野 海人    年齢： 〇〇  あなたとの続柄： 長男  ） 

（氏名：           年齢：     あなたとの続柄：     ） 

 

 (3) 収入等 

 収入（年収）（   〇〇〇万   円） 

資産 

□ 不 動 産 

 

記入例 
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☑ 預 貯 金（  〇〇〇万   円） 

□ 有 価 証 券 

□ そ の 他（内容：                     ） 

  負債（借金） 

□ 住 宅 ロ ー ン（         円） 

☑ 自動車ローン（   〇〇万   円） 

□ 消 費 者 金 融（         円） 

□ そ の 他（内容：          ）（金額：          円） 

 

(4)  あなたとともに生計を立てている方がいる場合又はあなた以外の方の収入で生計を立て 

ている場合には，その方の続柄と収入を記載してください。  

  あなたとの続柄（  妻  ）・収入（年収）（  〇〇〇万    円） 

 

  (5) あなたの現在の健康状態（差し支えない範囲で記載してください。） 

     ☑ 健康体である。 

□ 具合が悪い。（具体的な症状：                     ） 

□ 通院治療中である。 

     （傷病名：         通院の頻度：  か月に  回程度） 

 

 (6) あなたの経歴（最終学歴・主な職歴）について書いてください（差し支えない範囲で記 

載してください。） 

 

２ あなたは，次のいずれかに該当しますか。 

 □ 次の事項に該当する。 

    □ 未成年者である。 

  □ 家庭裁判所で成年後見人，保佐人，補助人等を解任されたことがある。 

   □ 破産手続開始決定を受けたが，免責許可決定を受けていないなどで復権していない。 

   □ 現在，本人との間で訴訟をしている又は過去に訴訟をした。 

□ あなたの〔□ 配偶者 □ 親 □ 子〕が，現在，本人との間で訴訟をしている又は過 

去に訴訟をした。 

☑ いずれにも該当しない。 

 

年 月 経  歴 年 月 経  歴 

平〇 ・〇  〇〇学校を卒業 ・          

平〇 ・〇 〇〇株式会社に就職 ・    

・    ・    

・    ・    

・    ・    
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３ あなたと本人との日常の交流状況（同居の有無，家計状況，面会頻度，介護，援助，事務等） 

 (1) 本人との関係 □ 本人の親族（続柄：     ） ☑ その他（  第三者  ） 

 

 (2) 本人との同居の有無 

現在，本人と □ 同居中である。（同居を開始した時期     年  月～） 

           ☑ 別居中である。 

 

 (3) 本人との家計の状況 

    現在，本人と □ 家計が同一である。 ☑ 家計は別である。 

 

(4) ※ 本人と別居中である方のみ回答してください。 

    本人との面会の状況 □ 月に（   ）回程度  □ ２～３か月に１回程度 

              □ 半年に１回程度    □ 年に１回程度 

              □ ほとんど会っていない ☑ その他（ 受任前のためなし ）  

  

(5) あなたが本人のために介護や援助など行っていることがあれば記載してください。 

                                               

                                               

 

４ あなたと本人との間で，金銭の貸借，担保提供，保証，立替えを行っている関係がありますか。 

・ 金銭貸借  ☑ なし □ あり（具体的な金額，内容                 ） 

・ 担保提供  ☑ なし □ あり（具体的な金額，内容                  ） 

・ 保証    ☑ なし □ あり（具体的な金額，内容                  ） 

・ 立替払   ☑ なし □ あり（具体的な金額，内容                 ） 

※ あなたが立て替えた金銭が「あり」の場合，本人に返済を求める意思がありますか。 

□ 返済を求める意思はない。 □ 返済を求める意思がある。 

 

 ※ 「あり」に該当する項目がある場合は，関係書類（借用書，担保権設定契約書，保証に関 

する書類，領収書，立替払を示す領収書・出納帳等）のコピーを添付してください。 

 

５ あなたが候補者となった経緯や事情を記載してください。 

     釧路市権利擁護成年後見センターからの受任依頼による。               

                                          

                                          

 

６ 本人の財産管理と身上保護（療養看護）に関する今後の方針，計画 

  ☑ 現状を維持する（本人の財産状況，身上保護状況が変化する見込みはない。）。 

  □ 以下のとおり，財産状況が変化する見込みである。 

   （大きな収支の変動，多額の入金の予定など，具体的な内容を記載してください。） 
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□ 以下のとおり，身上保護（療養看護）の状況が変化する見込みである。  

   （必要となる医療や福祉サービス，身の回りの世話など，具体的な内容を記載してくださ 

い。） 

                                                 

                                                               

                                                                             

７ 成年後見人・保佐人・補助人の選任の手続について 

  成年後見人・保佐人・補助人の選任の手続について，次のことを理解していますか。理解し 

ている事項の□にチェックを付してください。 

☑ 家庭裁判所が，あなた以外の人を成年後見人・保佐人・補助人に選任する場合があること。 

☑ あなたを成年後見人・保佐人・補助人に選任するとともに成年後見監督人・保佐監督人・ 

補助監督人を選任する場合があること。 

☑ 誰を成年後見人・保佐人・補助人に選任するかという家庭裁判所の判断については，不服 

の申立てができないこと。 

 

８ 成年後見人・保佐人・補助人の役割及び責任について 

(1) 家庭裁判所に備え付けているＤＶＤ，裁判所ウェブサイトの後見ポータルサイト又はそ 

の他の説明資料をご覧になるなどして，成年後見人・保佐人・補助人の役割や責任を理解 

していますか。 

   ☑ 理解している。 

□ 理解できないところがある。又は疑問点がある。 

 （理解できないところや疑問点について記載してください。） 

                                             

   □ 理解できていない。 

     → 家庭裁判所に備え付けているＤＶＤ，裁判所ウェブサイトの後見ポータルサイト

又はその他の説明資料などで，成年後見人・保佐人・補助人の役割や責任について

説明していますので，そちらをご覧になってください。 

 

 (2) あなたが成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合には次のことに同意しますか。 

 ア 本人の意思を尊重し，本人の心身の状態や生活状況に配慮すること。 

イ 本人の財産を本人以外の者のために利用しないこと。また，投資，投機等の運用をし

たり，贈与，貸付をしたり，本人に借金や保証（抵当権の設定を含む。）等をさせること

がないように誠実に管理すること。 

ウ 本人の収支状況を把握し，適切に管理すること。 

エ 家庭裁判所の指示に従い，書類の提出や定期的な報告を行うなど，後見等事務の監督

を受けること。 

    ☑ 全てに同意する。 

    □ 同意できない。又は疑問点がある。 

     （同意できない理由や疑問点について記載してください。） 
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事件番号 令和  年（家）第    号 後見等開始審判事件 

 

 釧路家庭裁判所 裁判官 殿 

 

誓 約 書 
 

１ 後見人等の職務と責任についての説明を受け、十分に理解しました。 

２ これから後見人等の職務を行うにあたり、次のことを実行し、誠実に後見事務を行う

ことを約束します。 

 ① ご本人の意思を尊重し、ご本人の心身の状態や生活状況に配慮する。 

 ② １箇月以内に「財産目録」「収支予定表」を作成し、家庭裁判所に提出する。 

 ③ ご本人の財産は、あくまでも他人の財産という意識で管理し、自分自身の財産と混

同しないよう適切に管理する。 

 ④ ご本人の収支の状況はノート（金銭出納帳）に記載し、領収書は保管する。 

 ⑤ 家庭裁判所から報告を求められた場合は、期限内に報告して指示に従う。 

 ⑥ 本人が死亡した場合や、後見事務を行っていく上で判断に迷った場合には、家庭裁

判所に報告・連絡する。 

 

（本誓約書を家庭裁判所に提出し、その写しを受領いたしました。） 

 

令和   年   月   日 

後見人等（候補者）氏名:               印 

            （ご本人氏名：              ） 
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市 民 後 見 人 活 動 報 告 書  

                    （市民後見人バンク登録者用） 

 

  令和  年  月  日 

被後見人等               様の 

令和   年   月   日から  令和   年   月   日までの 

市民後見人後見等活動について下記のとおり報告します。 

 

                   報告者(後見人等)①                 

報告者(後見人等)②                 

１．被後見人等の概要等について  

（１） 被後見人等 

氏   名 

  

年齢 

 

満     才 

（２）報告種別 □新規（選任後３ヶ月） 

□定期（選任後１２ヶ月以降） 

□終了（終了の理由                       ） 

（３）家庭裁判所へ

の報告 

 

令和   年   月   日に   □報告予定  □報告済み 

（４）審判年月日      年   月   日  

（５）類   型 □後見     □保佐     □補助    

（６）申 立 者 □本人  □親族（      ） □釧路市長 □その他（     ） 

２．被後見人等の現在の状況について 

（１）現在の被後見人等の住所、入所先（入院先）について記載してください。 

現在の居所 □在宅  □施設  □病院  □その他（           ） 

住     所  

入所先(入院先)の名称   

入所先(入院先)の所在地  

（２）前回の報告（または審判）の後、被後見人等の心身の状況に変化がありますか。 

□ 無   □ 有 （ある場合は、心身の状況の変化の内容を具体的に記載してください。） 

 

（３）被後見人の身上監護事務についての特記事項 

 □ 無   □ 有  （ある場合は、その内容を具体的に記載してください。） 

 

 

 

42



 

３．財産の管理について 

（１）前回の報告時以降の被後見人等の財産に大きな変動（保険金の受領・遺産相続など）があり

ましたか。 

 □ 無   □ 有  （ある場合は、変動の内容を具体的に記載してください。） 

 

（２）被後見人等の定期的な収支に増減がありましたか。 

 □ 無   □ 有 （ある場合は、増減のあった項目と金額、理由等を具体的に記載してください。） 

 

（３）被後見人等の財産の中で、売却、賃貸、契約の解除、その他の処分をする予定、大きな変動

の予定がありますか。 

 □ 無   □ 有  （ある場合は、処分等の予定を具体的に記載してください。） 

 

（４）被後見人等の定期的な収支が増減する予定がありますか。 

□ 無   □ 有 （ある場合は、増減予定の項目と金額、理由等を具体的に記載してください。） 

 

４．後見人等報酬について 

（１） 報酬付与申立について（今回の活動報告期間の報酬付与申立について回答してください） 

□報酬付与申立をする（した）  

□報酬付与申立をしない  （その理由を下記の中から回答してください） 

  １□受任後１年未満のため 

  ２□被後見人の資力からは報酬が期待できない 

  ３□兼業禁止等の規定で職場との事情で申立できない 

  ４□その他（                                ） 

（２）前回報酬付与申立時の報酬額について 

  後見人等①         円    後見人等②         円 

（３）釧路市成年後見利用支援事業利用状況について 

□報酬助成を受けている。（受ける予定）  （受けたことがあればその金額      円） 

□報酬助成を受けていない。 

５．その他 

 後見事務等で困っていること、気になっていることがあれば記載してください。 
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                                 ふりがな：           

開始事件 事件番号 平成・令和  年（家）第      号  本人の氏名：          

後見等事務報告書（成年後見人・保佐人・補助人用 初回報告） 

家庭裁判所     支部・出張所 御中     

令 和     年    月    日 

住 所                       

□成年後見人 □保佐人 □補助人 

                  印    

日中連絡がつく電話番号               

 

※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。 

※ 財産管理に関する代理権が付与されていない保佐人・補助人や権限分掌により財産管理

に関する権限がない成年後見人の方は、財産管理に関する報告（「第２ 後見等事務の方

針について」の財産状況に関する記載並びに財産目録及び収支予定表の提出）や資料の添

付は不要です。 

 

第１ 本人の心身や生活の状況について  

１ 本人の住所・居所 

後見等開始の審判から今回の報告までの間に、本人の住民票上の住所又は実際に住んで

いる場所に変化はありましたか（既に報告済みの場合は、「変わらない」に✔又は■を入

れてください。）。 

□ 変わらない 

□ 以下のとおり変わった 

【住民票上の住所】→ 東京法務局に変更登記の申請をしていない方は、速やかに申請

してください。 

                                             

【実際に住んでいる場所】【   年  月から】 ※ 入院先・入所施設などを含む。 

 （□ 同上（住民票上の住所と同じ）） 

                                            

※ 住民票上の住所又は実際に住んでいる場所が変わったことが確認できる資料（住民票（マ

イナンバーの記載がないもの）、入院や施設入所に関する資料など）をこの報告書とともに

提出してください。既に提出している場合は重ねて提出する必要はありません。 

 

 

 

４．事務報告書（初回報告） 
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２ 現在、本人はどのような生活をしていますか。 ※複数回答可 

□ 自宅（親族宅等を含む）で生活している 

【同居人：□あり（本人との関係：      ）□なし】 

□ 介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用している 

□ 医療機関に通院している又は往診を受けている 

□ 施設で生活している 

□ 病院に入院している 

□ その他（生活している場所や心身の状態などを記載してください。）                                          

                                           

                                         

 

第２ 後見等事務の方針について  

１ 本人の生活や財産（収支）についての今後の方針を記載してください。  

 □ 後見人等候補者事情説明書に記載のとおり 

 □ 本人の生活状況について、以下のとおり（必要となる医療や福祉サービス、施設入所

の予定など、具体的な内容を記載してください。） 

                                         

                                         

 □ 本人の財産状況について、以下のとおり（大きな収支の変動、多額の入出金の予定な

ど、具体的な内容を記載してください。） 

                                         

                                         

   

２ 上記の方針は、本人の意思に沿ったものですか。 

□ ① 本人が表明した本人の意思に沿っている 

□ ② 本人の意思確認が困難なため推定した本人の意思に沿っている 

□ ③ 本人の意思が推定できないため、本人にとって最も良い方法を検討し判断した 

□ ④ 本人の意思及び推定の意思と異なる判断をした 

□ ⑤ その他（今後本人に説明する予定である、事務によって当てはまる選択肢が異 

なる等） 

 

３ ２について、①～④を選択した場合にはどのように本人の意思を確認（又は推定）した

かや確認の結果等を、⑤を選択した場合はその具体的な内容を記載してください。また、

③～⑤を選択した場合は、その理由も記載してください。 
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第３ 本人の支援者について  

本人の生活を支援している親族や医療・福祉・行政の関係者等（在宅であればケアマネジ

ャーや相談支援事業者等、施設・病院に入所・入院中であれば施設職員や病院関係者等）を

記載してください。 

※複数回答可。②～④については氏名の記載は不要です。 

□ ①親族 【氏名：         本人との関係：         】 

□ ②施設・病院の関係者【所属や肩書：           】 

□ ③福祉関係者    【所属や肩書：           】 

□ ④行政の関係者   【所属や肩書：           】 

 □ ⑤その他（                                ） 

□ 特にいない 

 

第４ 本人や支援者との面談等の状況について  

後見等開始以降、本人の心身や生活の状況を把握したり、後見等事務の方針を決めたりす

るために、具体的にどのようなことを行いましたか。※複数回答可 

※「面談」には対面方式のほか、ウェブ等によるものを含みます。 

□ 本人と面談を行った 

□ 本人と同居しており、日常的に本人の状況を把握している 

□ 支援者（上記①～⑤の番号を記入：   ）から、本人の心身や生活の状況等につい

て聴取した 

□ 施設・病院・福祉関係者の話合いに参加した（本人の参加 □あり □なし） 

□ その他（                                ） 

□ 面談等は行っていない 【理由：                     】 

 

第５ その他  

本人の後見等事務全般を遂行する上での留意点、その他裁判所に伝えておきたいことがあ

れば記載してください。 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                         

※ 記載欄に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、Ａ４サイズの用紙をご自分

で準備の上、記載してください。 

※ 完成したら提出する前にコピーを取って、大切に保管してください。 

※ 記載内容について、追加の資料を求めたり、問い合わせをしたりする場合がありますの

で、ご協力ください。 

46



開始事件　事件番号  　  　　　年(家)第　　　　　　　　号　　【本人氏名：　 　　 　　　　　　　】

令和 年 月 日 作成者氏名 印

No. 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

6 □

7 □

8 □

No. 資料

1 食費・日用品 □

2 電気・ガス・水道代等 □

3 通信費 □

4 □

5 □

6 施設費 □

7 入院費・医療費・薬代 □

8 □

9 □

10 □

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

給与・役員報酬等

賃料収入（家賃、地代等）

品　　　　目

生活保護等（　　　　　　　　　）

厚生年金 　（□天引き後）

国民年金　（□天引き後）

その他の年金（　　　　　　　　）
　　　　　　　（□　天引き後）

１　本人の定期的な収入　

入金先口座・頻度等

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

２　本人の定期的な支出

収入の合計　＝

引落口座・頻度・支払方法等年　額（円） 月　額（円）

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

生活費

療養費

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

年　額（円） 月　額（円）

※　以下の収支について記載し、資料がある場合には、「資料」欄の□にチェックを付し、当該資料の写しを

  添付してください。また、収支予定表との対応関係がわかるように、資料の写しには対応する番号を右上に

  付してください。(例：収支予定表の「１本人の定期的な収入」の「No.２国民年金」の資料の写しであれば、

  資料の写しの右上に「収１－２」と付記してください。）

※　収支の各記載欄が不足した場合には、この用紙をコピーした上で、「№」欄の番号を連続するよう付け直

　してください。

名称･支給者等

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

※　国民健康保険料等が控除された後の年金受取額を記載する場合は、「１　本人の定期的な収入」の年金の

　「（□　天引き後）」、「２　本人の定期的な支出」の保険料等の「（□　天引き）」にチェックを付し、

　保険料等の金額は０円と記載してください。

□財産目録預貯金№　　　の口座に振り込み

収　　支　　予　　定　　表
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11 家賃 □

12 地代 □

13 □

14 □

15 □

16 固定資産税 □

17
所得税
（□　天引き）

□

18
住民税
（□　天引き）

□

19 □

20 □

21
国民健康保険料
（□　天引き）

□

22
介護保険料
（□　天引き）

□

23 生命（損害）保険料 □

24 □

25 □

26 負債の返済 □

27 こづかい □

28 後見事務費 □

29 □

30 □

31 □

32 □

33 □

年額 （円）　　　　　　（収入の合計） - （支出の合計） =
 

月額 （円）　　　　　　（収入の合計） - （支出の合計） =

※収支が赤字となる場合は、対処方針等を記載してください。

※本人以外の第三者のための支出を予定している場合は、理由等を記載してください。

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

支出の合計　　＝　　

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

住居費

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

保険料

その他

税金

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし

□財産目録預貯金№　　　の口座から自動引き落とし
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開始事件　事件番号  　  　　　年(家)第　　　　　　　　号　　【本人氏名：　 　　 　　　　　　　】

令和 年 月 日 印

№ 支店名 最終確認日 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

□

□

6 □

7 □

№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

合　　計

　 　

数量、額面金額 評価額（円） 管理者

財  産  目  録（令和　　　年　　　月　　　日現在）

□普□定
□
□普□定
□

　現金（預貯金以外で所持している金銭）

　施設等預入金（預入先：　　　　　　　　　　　　　）

支援信託

支援預貯金

（預貯金・現金・施設等預入金　小計）

（支援信託・預貯金　小計）

合　　計

　よう付け直してください。

作成者氏名

口座種別

□普□定
□
□普□定
□
□普□定
□

金融機関の名称

１　預貯金・現金
　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

　※　「口座種別」欄については、普通預貯金や通常貯金等は「普」、定期預貯金や定額貯金等は「定」の
　　□にチェックを付し、その他の種別は下欄の□にチェックを付し、種別の名称を記載してください。

残高（円）

　ら８までの財産に関する資料がある場合には、「資料」欄の□にチェックを付し、当該資料の写

※　定期報告時に前回報告から財産の内容に変化がある場合及び初回報告時において、以下の１か

  しを添付してください。また、財産目録との対応関係がわかるように、資料の写しには対応する

  番号を右上に付してください。(例：財産目録の「１預貯金・現金」の「No.２」の資料の写しで

  あれば、資料の写しの右上に「財１－２」と付記してください。）

管理者口座番号

２　有価証券等（株式、投資信託、国債、社債、外貨預金、手形、小切手など）

　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

種　類 株式の銘柄、証券会社の名称等

※　以下の１から９までの財産の有無等について該当する□にチェックを付し、その内容を記載し

　てください。

※　財産の各記載欄が不足した場合には、この用紙をコピーした上で、「№」欄の番号を連続する
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　□　前回報告から変化なし(□該当財産なし)

　□　前回報告から変化なし(□該当財産なし)

　□　前回報告から変化なし(□該当財産なし)

　□　前回報告から変化なし(□該当財産なし)

　□　前回報告から変化なし(□該当財産なし)

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

９　遺産分割未了の相続財産（本人が相続人となっている遺産）

４　不動産（土地）

５　不動産（建物）

６　債権（貸付金、損害賠償金など）

７　その他（自動車など）

　□　前回報告から変化なし(□該当財産なし)

　□　初回報告（別紙のとおり）

　□　初回報告（別紙のとおり）

　□　初回報告（別紙のとおり）

　□　初回報告（別紙のとおり）

　□　初回報告（別紙のとおり）

８　負債

□　前回報告から変化あり（別紙のとおり）

　□　前回報告から変化なし(□該当なし)

　□　初回報告（別紙のとおり）

　□　初回報告（別紙のとおり）

３　生命保険、損害保険等（本人が契約者又は受取人になっているもの）

（３から９までの各項目についての記載方法）
　
・初回報告の場合→「初回報告（別紙のとおり）」をチェックし、別紙も作成してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がない場合には（　）内の□にもチェックしてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　したものを含め該当項目の現在の財産内容すべてを別紙に記載

・定期報告の場合→財産の内容に変化がない場合→「前回報告から変化なし」にチェックしてください。該当財産

           　 　　財産の内容に変化がある場合→「前回報告から変化あり」にチェックした上、前回までに報告
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№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

３　生命保険、損害保険等（本人が契約者又は受取人になっているもの）

　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

保険会社の名称 保険の種類 証書番号
保険金額

（受取額）（円） 契約者 受取人

　 　

４　不動産（土地）
　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

所　在 地　番 地　目 地積（㎡）
備考

（現状、持分等）

　 　 　

　

　

　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

所　在 家屋番号 種　類 床面積(㎡)
備考

（現状、持分等）

　

５　不動産（建物）　※区分所有建物の場合も、下記の項目を記載してください。

　 　

　

６　債権（貸付金、損害賠償金など）

　 　 　 　

　 　 　

　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

債務者名（請求先） 債権の内容 残額（円） 備考

合　　計

（別紙）
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№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

№ 資料

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □

７　その他（自動車など）
　□　次のとおり　□　当該財産はない　□　不明

種類 内容 評価額（円） 備考

債権者名（支払先） 負債の内容 残額（円） 返済月額（円）

８　負債
　□　次のとおり　□　負債はない　□　不明

　□　不明　　　　　（相続財産目録は作成する必要はありません。）

合　　計

９　遺産分割未了の相続財産（本人が相続人となっている遺産）
　□　相続財産がある（相続財産目録を作成して提出してください。）
　□　相続財産はない（相続財産目録は作成する必要はありません。）
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                                 ふりがな：           

開始事件 事件番号 平成・令和  年（家）第      号  本人の氏名：         

後見等事務報告書（成年後見人・保佐人・補助人用 定期報告） 

家庭裁判所     支部・出張所 御中 

 

（報告対象期間：令和  年  月  日 ～令和  年  月  日） 

令 和     年    月    日 

住 所                       

□成年後見人 □保佐人 □補助人 

                  印    

日中連絡がつく電話番号               

 

※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。 

※ 財産管理に関する代理権が付与されていない保佐人・補助人や権限分掌により財産管理

に関する権限がない成年後見人の方は、財産管理に関する報告（「第２ これまでに行っ

た後見等事務について」の財産管理面及び「第４ 本人の財産状況について」の記載並び

に財産目録の提出）や資料の添付は不要です。 

 

第１ 本人の心身や生活の状況について  

１ 本人の住所・居所 

今回の報告対象期間内に、本人の住民票上の住所又は実際に住んでいる場所に変化はあ

りましたか（既に報告済みの場合は、「変わらない」に✔又は■を入れてください。）。 

□ 変わらない 

□ 以下のとおり変わった 

【住民票上の住所】→ 東京法務局に変更登記の申請をしていない方は、速やかに申請

してください。 

                                        

【実際に住んでいる場所】【   年  月から】 ※ 入院先・入所施設などを含む。 

（□ 同上（住民票上の住所と同じ）） 

                                        

※ 住民票上の住所又は実際に住んでいる場所が変わったことが確認できる資料（住民票（マ

イナンバーの記載がないもの）、入院や施設入所に関する資料など）をこの報告書とともに

提出してください。既に提出している場合は重ねて提出する必要はありません。 

 

 

 

 

７．事務報告書（定期報告） 
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２ 本人の心身の状況 

今回の報告対象期間内に、本人の健康状態や生活状況に変化はありましたか（※福祉等

に関して新しく認定を受けた場合には、資料の写しを添付してください。）。 

   □ 変わらない □ 以下のとおり変わった 

                                           

                                                                                  

 

第２ これまでに行った後見等事務について  

１ 今回の報告対象期間内に行った以下の後見等事務（①～⑳）があれば、その項目に✔又

は■を入れてください。 ※複数回答可 ※特にない場合は回答不要。 

 生活面  
 
□①転居 □②入院・転院・退院 □③施設の入所・変更・退所 □④医療関係の契約  

□⑤介護保険サービスの申請・契約・内容変更  

□⑥障害福祉サービスの申請・契約・内容変更 

□⑦医療費・介護保険サービス利用料の減免措置等（自立支援医療費・限度額認定等）

の申請・更新  

□⑧年金、障害年金の受給申請・遡及申請・更新  

□⑨生活保護の受給申請・申請のための相談等  

   

 財産管理面  
 
□⑩不動産の売却・処分  □⑪不動産の修繕・管理   

□⑫保険金の請求手続   □⑬立替金などの債権回収手続 

□⑭訴訟    □⑮調停・審判   □⑯相続に関する手続（単独相続・相続放棄等） 

□⑰遺産分割協議 □⑱示談（交通事故等） □⑲債務整理 □⑳破産手続・個人再生 

   

２ 上記１以外の事務（①～⑳に該当しない事務。ただし、日常的な事務を除く。）がある

場合は、以下に具体的に記載してください。同意権・取消権を行使した場合は、こちらに

記載してください。 

□㉑その他の事務 

                                              

                                              

   ※上記１、２でチェックを入れた事務の内容が確認できる資料（契約書、申請書、決定通知書、

示談書、協議書、判決書・審判書・調停調書等）の写しを「資料①－１」などと番号を付けて、

この報告書とともに提出してください。既に提出している場合は重ねて提出する必要はありま

せんが、資料を提出した日にちが分かれば、以下に事務の番号（①～㉑）及び資料の提出日を

記載してください。 
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第３ 本人の意思確認について  

１ 「第２ これまでに行った後見等事務について」で記載した後見等事務の内容は、本人

の意思に沿ったものですか。 

□ ① 本人が表明した本人の意思に沿っている 

□ ② 本人の意思確認が困難なため推定した本人の意思に沿っている 

□ ③ 本人の意思が推定できないため、本人にとって最も良い方法を検討し判断した 

□ ④ 本人の意思及び推定の意思と異なる判断をした 

□ ⑤ その他（今後本人に説明する予定である等） 

□ ⑥ 事務によって当てはまる選択肢が異なる 

 

２ １について、①～④を選択した場合にはどのように本人の意思を確認（又は推定）した

かや確認の結果等を、⑤を選択した場合はその具体的な内容を記載してください。また、

③～⑤を選択した場合は、その理由も記載してください。 

 ※⑥を選択した場合には、これらの内容を事務ごとに記載してください。 

                                             

                                                                                    

                                                                                        

                                                                                    

                                          ＿ 
 
 

第４ 本人の財産状況について  

１  今回の報告対象期間内に、本人の財産状況に変化はありましたか。 

(1) 定期収入で変化がある費目       □ なし    □ あり 

(2) 定期支出で変化がある費目       □ なし    □ あり 

(3) １回につき１０万円以上の臨時収入   □ なし    □ あり 

(4) １回につき１０万円以上の臨時支出   □ なし    □ あり                 

   ※ 臨時支出には、後見人等や監督人の報酬が含まれます。      

 

２ １で「あり」と回答した事項について、収入や支出の具体的内容を【別紙収支補足説明

書】に記載して提出してください。 

 

３ 今回の報告対象期間内に本人が得た金銭は、今回通帳のコピーを提出した口座に入金さ

れていますか（「金銭」には、定期収入のほか臨時収入も含まれます。）。 

□ はい  □ いいえ 

  （「いいえ」と答えた場合、入金されていないお金はいくらで、現在どのように管理し

ていますか。また、入金されていないのはなぜですか。以下に記載してください。） 
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４ 今回の報告対象期間内に、本人の財産から、本人以外の人（本人の配偶者等の親族や

後見人等を含む）のために支出されたものがありますか（本人が利用する福祉サービス

に伴って支出した費用を除く）。 

□ ない  □ ある 

  （「ある」と答えた場合、いつ、誰のために、いくらを、どのような目的で、どのよう

な理由で相当と判断し、支出しましたか｡支出ごとに整理して、以下に記載してくださ

い。また、これらが確認できる資料をこの報告書とともに提出してください｡既に提出

している場合は重ねて提出する必要はありませんが、資料を提出した日にちが分かれば、

資料の提出日も記載してください。） 

                                                   

                                            

                                            

                                            

                                            

 

５ 本人の財産状況について、裁判所に報告しておきたいことがあれば記載してください。 

                                            

                                            

                                            

                                             

                                              

 

第５ 本人の支援者について  

本人の生活を支援している親族や医療・福祉・行政の関係者等（在宅であればケアマネジ

ャーや相談支援事業者等、施設・病院に入所・入院中であれば施設職員や病院関係者等）の

有無に変化はありましたか。 

□ 変わらない □ 変わった 

※どちらを選択した場合も該当する関係者等全てに✔又は■を入れてください（複数回

答可）。 

※②～④については氏名の記載は不要です。 

□ ①親族 【氏名：        本人との関係：         】 

□ ②施設・病院の関係者【所属や肩書：           】 

□ ③福祉関係者    【所属や肩書：           】 

□ ④行政の関係者   【所属や肩書：           】 

□ ⑤その他（                                ） 

□ 特にいない 

 

 

 

56



 

 

 

第６ 本人や支援者との面談等の状況について  

今回の報告対象期間内に、本人の心身や生活の状況を把握したり、後見等事務の方針を決

めたりするために、具体的にどのようなことを行いましたか。※複数回答可 

※「面談」には対面方式のほか、ウェブ等によるものを含みます。 

□ 本人と   か月に   回の頻度で、面談を行った 

□ 本人と同居しており、日常的に本人の状況を把握している 

□ 支援者（上記①～⑤の番号を記入：   ）から、本人の心身や生活の状況等につい

て聴取した 

 □ 施設・病院・福祉関係者の話合いに参加した（本人の参加 □あり □なし） 

□ その他（                               ） 

□ 面談等は行っていない 【理由：                    】 

               

 

第７ あなたご自身について  

 次の(1)から(3)までについて、今回の報告対象期間内に該当するものがありますか。 

(1) 他の裁判所で後見人等を解任されたことがありますか。 

□ ない    □ ある 

(2) 裁判所で破産手続をとったことがありますか。 

□ ない    □ ある 

(3) あなた自身や、あなたの配偶者、親又は子が、本人に対して訴訟をしたことがありま

すか。 

□ ない    □ ある 

 

第８ 今後の後見等事務の方針・その他  

現在の本人の生活や財産（収支）についての変更の予定、現時点で今後行うことを予定し

ている又は現在進行中の後見等事務があれば、その内容を以下に記載してください。また、

後見等事務全般を遂行する上での留意点（課題の解決状況、懸念事項、本人の判断能力の程

度の変化等）、その他裁判所に伝えておきたいことがあれば記載してください。 

                                            

                                            

                                            

                                            

                                          

※ 記載欄に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、Ａ４サイズの用紙をご自分

で準備の上、記載してください。 

※ 完成したら提出する前にコピーを取って、大切に保管してください。 

※ 記載内容について、追加の資料を求めたり、問い合わせをしたりする場合がありますの

で、ご協力ください。 
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（別紙）収支補足説明書 

１ 定期収入又は定期支出の変化について、変わった時期、費目、理由及び変更前と変更後

の月額（平均）を以下に記載してください。また、これらが確認できる資料の写しに「定

期収入１」などと番号を付けて、この報告書とともに提出してください｡ 

(1) 定期収入で変化がある費目 

変わった時期 費目 理由 

変更前の月額 

（平均）      

（円） 

変更後の月額 

（平均）      

（円） 

資料

番号 

  年  月                                 

年  月                                   

年  月                                   

 

(2) 定期支出で変化がある費目 

変わった時期 費目 理由 

変更前の月額 

（平均）      

（円） 

変更後の月額 

（平均）      

（円） 

資料

番号 

  年  月                                 

  年  月                                 

  年  月                                 

 

２ １回につき１０万円以上の臨時収入又は臨時支出について、以下にその内容を記載して

ください。また、これらが確認できる資料の写しに「臨時収入１」などと番号を付けて、

この報告書とともに提出してください。※臨時支出には、後見人等や監督人の報酬が含ま

れます。報酬付与の審判書謄本写しについては添付不要です。 

(1) 臨時収入 

年月日 費目 理由 金額（円） 入金口座 
資料 

番号 

 ．  ．                                    

 ．  ．                                    

 ．  ．                                    

 

(2) 臨時支出 

年月日 費目 理由 金額（円） 出金口座 
資料 

番号 

 ．  ．                                     

 ．  ．                                     

 ．  ．                                     
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□閉鎖登記事項証明書（閉鎖された登記事項の証明書を必要とする場合はこちらにチェックしてください。）

10□本人の配偶者
12□未成年後見人

15□財産の管理者
17□本人の相続人以外の承継人

□マイナンバーカード

16□本人の相続人
13□未成年後見監督人 14□職務代行者
11□本人の四親等内の親族

1911939_17成年後見登記の登記事項証明申請書.indd   1 2019/05/14   13:53
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東 京 法 務 局 御 中※記載例(２)（成年後見人の住所変更の申請を成年後見人自身が行う場合）

登 記 申 請 書（変更の登記） 令和 元年 5月 9日申請
１ 申 請 人 等

東京都台東区台東１丁目２６番２号住 所

印
ｱ 申請される方

氏 名 後見 太郎
(申請人)

090－○○△△－××□□資 格 連絡先(本人との関係) (電話番号)成年後見人

（注）申請人が法人の場合は 「名称又は商号 「主たる事務所又は本店」を記載し，代表者が記名押印してください。， 」

住 所

氏 名 印
ｲ 上記の代理人

(上記の申請人から

委任を受けた方) (電話番号)連絡先

（注１）代理人が申請する場合は，ｱの欄とともにｲの欄にも記入してください（この場合ｱの欄の押印は不要です 。。）

（注２）代理人が法人の場合は 「名称又は商号 「主たる事務所又は本店」を記載し，代表者が記名押印してください。， 」

２ 登 記 の 事 由

□成年被後見人，□被保佐人，□被補助人，□任意後見契約の本人，□成年後見人，

ｱ 変更の対象者 □保佐人，□補助人，□任意後見受任者・任意後見人，□成年後見監督人，□保佐監

督人，□補助監督人，□任意後見監督人，□その他（ ）

（ ）の後見 太郎

ｲ 変 更 事 項 □氏名の変更，□住所の変更，□本籍の変更，□その他（ ）

（記入方法）上記のそれぞれの該当事項の□に□のようにチェックしてください （例： □成年後見人 の □住所の変更 ）。 「 」

３ 登 記 す べ き 事 項

変 更 の 年 月 日 平成・令和 　元 年 ５月  ７日

※変更の対象者の新住所変更後の登記事項 東京都台東区台東１丁目２６番２号

（記入方法）変更の年月日欄には住所移転日等を記入し，変更後の事項欄には新しい住所又は本籍等を記入してください。

４ 登記記録を特定するための事項

（本人 の氏名は必ず記入してください ）(成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人) 。

コウケン ハルコフ リ ガ ナ

※本人(成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人)の氏名本 人 の 氏 名 後見 春子

（登記番号が分かっている場合は，本欄に登記番号を記入してください ）。

登 記 番 号 第 － 号２０１１ ５５５５５

（ ， 。）登記番号が分からない場合は 以下の欄に本人の生年月日・住所又は本籍を記入してください

本人の生年月日 明治・大正・昭和・平成・令和／西暦 年 月 日生１５ ７ １２

※本人の登記記録上の住所本 人 の 住 所 東京都千代田区九段南１丁目１番１５号

又は本人の本籍

（国籍）

①□法人の代表者の資格を証する書面（※申請人又は代理人が法人であるときに必要）５ 添 付 書 類

， （ ）（ ）該当書類の□に ②□委任状 □その他 ※代理人が申請するときに必要

③□登記の事由を証する書面（□住民票の写し □戸籍の謄本又は抄本）□のようにチェック (欄外注参照)

□その他（ ）してください。

④□上記添付書類は，本件と同時に申請した他の変更の登記申請書に添付した。

（注）住所変更の場合，法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更の事実を確認するこ
とができるときは，住民票の写しの添付を省略することができます。法務局において住所変更の事実
を確認することができないときは，住民票の写し等の送付をお願いすることがあります。

※登記手数料は不要です。
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＜ 記 載 要 領 ＞
１ 申請人等欄

：登記を申請される方（申請人）の住所，氏名，資格（本人との関係 及び連絡先の電ｱ 申請される方欄 ）（注)

話番号を記載し，押印（認印）します。

（注）本人（成年被後見人，被保佐人，被補助人，任意後見契約の本人をいう。以下同じ ）と申請人の関。

係（成年後見人，保佐人，補助人，任意後見受任者・任意後見人等又は本人の親族）を記載します 。

※ｱが法人の場合は，住所，氏名に代えて，主たる事務所又は本店，名称又は商号，代表者の氏名を記載します。

：上記ｱの申請人から委任を受けた代理人が申請する場合は，上記ｱの記載に加え，本欄に代ｲ 上記の代理人欄

理人の住所，氏名及び連絡先の電話番号を記載し，押印（認印）します。

なお，この場合は，ｱの欄の押印は不要です。

※ｲが法人の場合は，住所，氏名に代えて，主たる事務所又は本店，名称又は商号，代表者の氏名を記載します。

２ 登記の事由欄

。 ，ｱ 変更の対象者欄：住所移転など変更の登記の対象となる方の該当箇所にチェックします 該当がない場合は

「□その他」にチェックし，カッコ内に対象者の資格を記載します。

※アの欄とイの欄の間のカッコ内には，変更の対象となる方の氏名を記載します（漢字表記されない外国人

の場合は，カタカナ表記に加えて，アルファベット表記も併記します 。。）

：変更の登記の対象となる事項の該当箇所にチェックします。例えば，住所移転の場合は 「□住ｲ 変更事項欄 ，

所の変更」にチェックします。該当がない場合は「□その他」にチェックし，カッコ内に変更

の事項を記載します。

３ 登記すべき事項欄

：変更が生じた年月日を記載します。例えば，住所移転の場合は，移転の日を記載します。変更の年月日欄

：変更が生じた事項につき，変更後の内容を記載します。例えば，住所移転の場合は，変更後の登記事項欄

新しい住所を住民票のとおりに記載します（都道府県，丁目，番地，番・号，マンシ

ョン名等をハイフン等で省略しないこと 。。）

４ 登記記録を特定するための事項欄

：本人の氏名を氏と名を１字空けて記載します。ただし，本人の氏名を変更する場フリガナ，本人の氏名欄

合は，旧氏名を記載します（漢字表記されない外国人の場合は，カタカナ表記に

加えて，アルファベット表記も併記します 。。）

：最初の登記の際に付与された登記番号が分かっている場合にその登記番号を記載します。例え登記番号欄

ば 「2011－55555」のように記載します。，

： 登記番号が分からない場合に，該当する事項を記載します（登記番号が判本人の生年月日，本人の住所欄

明している場合であっても，可能な限り本欄への記載をお願いします 。。）

なお，本人の住所又は本籍の変更の登記を申請する場合は，本欄には，変

， 。更の登記を申請する前の 既に登記されている住所又は本籍を記載します

５ 添付書類欄

変更の登記の事由及び申請人の資格に応じて提出する添付書類の該当箇所にチェックします。

（例３か月以内の法人の登記事項証明書）① 申請人又は代理人が法人である場合は，代表者の資格を証する書面 :

② 代理人によって申請する場合は，委任状等その権限を証する書面

③ 登記の事由に応じて，その事由を証する書面

例１ 住所変更の場合は 「住民票の写し」が必要です。，

法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更の事実を確認することができる※

ときは，住民票の写しの添付を省略することができますが、住民基本台帳ネットワークを利用し

て住所変更の事実を確認することができないときは，住民票の写し等の送付をお願いすることが

あります。

例２ 本籍又は氏名変更の場合は 「戸籍の謄本又は抄本」が必要です。,
○ 登記手数料

変更の登記については，登記手数料は不要です。

※送付の際は簡易書留郵便又は信書便 引申請書及び添付書面は下記に送付(提出)してください。 （

受け及び配達の記録を行うもの）でお願いします。

送付(提出)先 〒１０２－８２２６ 東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎

東京法務局民事行政部後見登録課 （０３－５２１３－１３６０）
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東 京 法 務 局 御 中

令和 年 月 日申請登 記 申 請 書（変更の登記）
１ 申 請 人 等

住 所

氏 名 印
ｱ 申請される方

(申請人)

(本人との関係) (電話番号)資 格 連絡先

（注）申請人が法人の場合は 「名称又は商号 「主たる事務所又は本店」を記載し，代表者が記名押印してください。， 」

住 所

氏 名 印
ｲ 上記の代理人

(上記の申請人から

委任を受けた方) (電話番号)連絡先

（注１）代理人が申請する場合は，ｱの欄とともにｲの欄にも記入してください（この場合ｱの欄の押印は不要です 。。）

（注２）代理人が法人の場合は 「名称又は商号 「主たる事務所又は本店」を記載し，代表者が記名押印してください。， 」

２ 登 記 の 事 由

□成年被後見人，□被保佐人，□被補助人，□任意後見契約の本人，□成年後見人，

ｱ 変更の対象者 □保佐人，□補助人，□任意後見受任者・任意後見人，□成年後見監督人，□保佐監

督人，□補助監督人，□任意後見監督人，□その他（ ）

（ ）の

ｲ 変 更 事 項 □氏名の変更，□住所の変更，□本籍の変更，□その他（ ）

（記入方法）上記のそれぞれの該当事項の□に□のようにチェックしてください （例： □成年後見人 の □住所の変更 ）。 「 」

３ 登 記 す べ き 事 項

変 更 の 年 月 日 平成・令和 年 月 日

変更後の登記事項

（記入方法）変更の年月日欄には住所移転日等を記入し，変更後の事項欄には新しい住所又は本籍等を記入してください。

４ 登記記録を特定するための事項

（本人 の氏名は必ず記入してください ）(成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人) 。

フ リ ガ ナ

本 人 の 氏 名

（登記番号が分かっている場合は，本欄に登記番号を記入してください ）。

登 記 番 号 第 － 号

（ ， 。）登記番号が分からない場合は 以下の欄に本人の生年月日・住所又は本籍を記入してください

本人の生年月日 明治・大正・昭和・平成・令和／西暦 年 月 日生

本 人 の 住 所

又は本人の本籍

（国籍）

①□法人の代表者の資格を証する書面（※申請人又は代理人が法人であるときに必要）５ 添 付 書 類

， （ ）（ ）該当書類の□に ②□委任状 □その他 ※代理人が申請するときに必要

③□登記の事由を証する書面（□住民票の写し □戸籍の謄本又は抄本）□のようにチェック (欄外注参照)

□その他（ ）してください。

④□上記添付書類は，本件と同時に申請した他の変更の登記申請書に添付した。

（注）住所変更の場合，法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更の事実を確認するこ
とができるときは，住民票の写しの添付を省略することができます。法務局において住所変更の事実
を確認することができないときは，住民票の写し等の送付をお願いすることがあります。

※登記手数料は不要です。
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①□法人の代表者の資格を証する書面(※申請人又は代理人が法人であるときに必要)(□添付省略)(注)
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（注）法人の登記事項証明書の添付を省略することができます。その場合，氏名欄に会社法人等番号を記入の　　　　上，添付書類欄①の「□添付省略」にチェックをお願いします。ただし，当該法人について，商業・法人
　　　登記が申請され，登記の完了前であるなど，登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認できない場
　　　合は，添付を省略することができませんので，商業・法人登記申請の有無をあらかじめ確認願います。
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御 中東 京 法 務 局

令和　　年 月 日申請登 記 申 請 書（終了の登記）
１ 申 請 人 等

住 所

氏 名 印
ｱ 申請される方

(申請人)

(本人との関係) (電話番号)資 格 連絡先

（注）申請人が法人の場合は 「名称又は商号 「主たる事務所又は本店」を記載し，代表者が記名押印してください。， 」

住 所

氏 名 印
ｲ 上記の代理人

(上記の申請人から

委任を受けた方) (電話番号)連絡先

（注１）代理人が申請する場合は，ｱの欄とともにｲの欄にも記入してください（この場合ｱの欄の押印は不要です 。。）

（注２）代理人が法人の場合は 「名称又は商号 「主たる事務所又は本店」を記載し，代表者が記名押印してください。， 」

２ 登 記 の 事 由

□成年被後見人の死亡，□被保佐人の死亡，□被補助人の死亡，□任意後見契約の本

ｱ 終 了 の 事 由 人の死亡，□任意後見受任者の死亡，□任意後見人の死亡，□任意後見契約の解除，

□その他（ ）

（記入方法）上記の該当事項の□に□のようにチェックしてください。

ｲ 終了の年月日 平成・令和 年 月 日

（注）○死亡の場合は，その死亡日 ○任意後見契約の合意解除の場合は，合意解除の意思表示を記載した書面になされた公証人の

認証の年月日等 ○任意後見契約の一方的解除の場合は，解除の意思表示を記載した書面が相手方に到達した年月日等

３ 登記記録を特定するための事項

（本人 の氏名は必ず記入してください ）(成年被後見人,被保佐人,被補助人,任意後見契約の本人) 。

フ リ ガ ナ

本 人 の 氏 名

（登記番号が分かっている場合は，本欄に登記番号を記入してください ）。

登 記 番 号 第 － 号

（ ， 。）登記番号が分からない場合は 以下の欄に本人の生年月日・住所又は本籍を記入してください

本人の生年月日 明治・大正・昭和・平成・令和／西暦 年 月 日生

本 人 の 住 所

又 は 本 人 の 本 籍

（国籍）

①□法人の代表者の資格を証する書面（※申請人又は代理人が法人であるときに必要）４ 添 付 書 類

（ ）（ ）該当書類の□に ②□委任状 □その他 ※代理人が申請するときに必要

③□登記の事由を証する書面□のようにチェック

ｱ死亡の場合（□戸籍(除籍)の謄抄本 ，□死亡診断書，してください。 (欄外注参照)

□その他（ ））

ｲ□任意後見監督人選任前の一方的解除の場合（解除の意思表示が記載され公証人の

認証を受けた書面＝配達証明付内容証明郵便の謄本＋配達証明書(はがき)）

ｳ□任意後見監督人選任前の合意解除の場合（合意解除の意思表示が記載され，公証

人の認証を受けた書面の原本又は認証ある謄本）

ｴ□任意後見監督人選任後の解除の場合（上記ｲ又はｳの書面（ただし，公証人の認証

は不要）＋家庭裁判所の許可審判書(又は裁判書)の謄本＋確定証明書)

ｵ□その他（ ）

（注）死亡の場合，法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して死亡の事実を確認することができ
るときは，戸籍（除籍）の謄抄本の添付等を省略することができます。法務局において死亡の事実を
確認することができないときには，戸籍（除籍）の謄抄本等の送付をお願いすることがあります。

※登記手数料は不要です。
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　　　上，添付書類欄①の「□添付省略」にチェックをお願いします。ただし，当該法人について，商業・法人　　　登記が申請され，登記の完了前であるなど，登記官がシステム上で当該法人の登記情報を確認できない場　　　合は，添付を省略することができませんので，商業・法人登記申請の有無をあらかじめ確認願います。
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（注）太わくの中だけ記入してください。□がある事項は該当するものにチェックを入れてください。

□

住所

（ 年 月

以下の欄には記載しないでください
裁判所使用欄

□就職の日 □令和　　年　　月　　日

1 申立人に対し   までの
□令和　　年　　月　　日 □終了の日

万 円を与える。

２　手続費用は、申立人の負担とする。

　令和 　　年 　　月　 　日　

□

(R7年7月版)

□成年後見人　□保佐人　□補助人　□未成年後見人

□監督人（□成年後見　□保佐　□補助　□任意後見

□未成年後見）に対する報酬付与申立書

（この欄に収入印紙８００円を貼ってください。）

　
（貼った印紙に押印しないでください。）

受付印

収入印紙　８００円

予納郵便切手　　　円

　　　   裁判官　　　　　　　

（折り線）

申立ての趣旨

申立ての理由

被
後
見
人
等

  から

申立人に対し、相当額の報酬を与えるとの審判を求める。

氏名（フリガナ）

申
立
人

□後見等事務報告書　□財産目録　□預貯金通帳のコピー等（通帳コピーは前回提出分から繋がりのあるもの）

添付書類等

住所又は事務所
　　（〒　　　　－　　　　　　）

□報酬付与申立事情説明書（とその別紙）

□収支予定表（又は収支状況報告書）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※後見登記事項又は戸籍記載事項に変更がある場合　　□住民票写し 又は □登記事項証明書　　□戸籍謄本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）その他の書類の追加提出を求められることがあります。

　
電話番号　　　　　（　　　　　）
                                （裁判所名で連絡しても　よい・差し支える）

※申立人欄は窓空き封筒の宛名
としても使用しますので、パソコン
等で書式を設定する場合には、申
立人の住所・氏名欄の位置及び
大きさを変更しないようにお願いし
ます。

※申立人欄記載の住所と異なる
場所への送付を希望される場合
には、送付先を明示した書面又は
返送用封筒のご提出をお願いしま
す。

氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　□申立人と同じ

御中

　   　　　　　　　　　  　　　印

基本事件番号　平成・令和　　年（家）第 　　　  号

　令和　　年　　月　　日
申立人の署名押印
又は記名押印

支部　・　出張所

家庭裁判所

□即日
□令和　　年　　月　　日
申立人に対し、審判書謄本を
□普通郵便　□交付
による方法で告知した。
　裁判所書記官

家庭裁判所 支部・出張所

日生）

別添報酬付与申立事情説明書記載のとおり

　報酬として、被後見人等の財産の中から 　　　　
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（注）太わくの中だけ記入してください。□がある事項は該当するものにチェックを入れてください。

○　○

☑

住所

（ 昭和 ○ 年 ○ 月 ○

以下の欄には記載しないでください
裁判所使用欄

□就職の日 □令和　　年　　月　　日
1 申立人に対し   までの

□令和　　年　　月　　日 □終了の日

万 円を与える。

２　手続費用は、申立人の負担とする。

　令和 　　年 　　月　 　日　

○　○ ☑

(R7年7月版)

☑成年後見人　□保佐人　□補助人　□未成年後見人

□監督人（□成年後見　□保佐　□補助　□任意後見

□未成年後見）に対する報酬付与申立書

（この欄に収入印紙８００円を貼ってください。）

　
（貼った印紙に押印しないでください。）

受付印

収入印紙　８００円

予納郵便切手　　　円

　　　   裁判官　　　　　　　

（折り線）

申立ての趣旨

申立ての理由

被
後
見
人
等

　　○○県○○市○町○番○号

  から

　 報酬として、被後見人等の財産の中から 　　　　

申立人に対し、相当額の報酬を与えるとの審判を求める。

申
立
人

☑後見等事務報告書　☑財産目録　☑預貯金通帳のコピー等（通帳コピーは前回提出分から繋がりのあるもの）

添付書類等

住所又は事務所
　　（〒○○○－○○○○）

☑報酬付与申立事情説明書（とその別紙）

　○○県○○市○町○番○号○○ハイツ桜山２３号室

☑収支予定表（又は収支状況報告書）　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※後見登記事項又は戸籍記載事項に変更がある場合　　□住民票写し 又は □登記事項証明書　　□戸籍謄本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）その他の書類の追加提出を求められることがあります。

　
電話番号　○○○（×××）△△△△
                                （裁判所名で連絡しても　よい・差し支える）

※申立人欄は窓空き封
筒の宛名としても使用しま
すので、パソコン等で書
式を設定する場合には、
申立人の住所・氏名欄の
位置及び大きさを変更し
ないようにお願いします。

※申立人欄記載の住所と
異なる場所への送付を希
望される場合には、送付
先を明示した書面又は返
送用封筒のご提出をお願
いします。

氏名
　　　　　　　甲　　野　　夏　　男

△　△
御中

　　　 甲　野　夏　男　　  　㊞

基本事件番号　平成・令和○年（家）第○○○○ 号

　令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日
申立人の署名押印
又は記名押印

支部　・　出張所

家庭裁判所

氏名（フリガナ）　　コ　ウ　ノ　タ　ロ　ウ
　　　　　　　　　甲　　野　　太　　郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　□申立人と同じ

□即日
□令和　　年　　月　　日
申立人に対し、審判書謄本を
□普通郵便　□交付
による方法で告知した。
　裁判所書記官

家庭裁判所 △　△ 支部・出張所

日生）

別添報酬付与申立事情説明書記載のとおり
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開始事件 事件番号 平成・令和   年（家）第        号 本人の氏名            
申立人（後見人等）氏名            

報酬付与申立事情説明書（成年後見人・保佐人・補助人用） 

※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。 
※ 報酬付与は、この説明書の内容のほか、後見等事務報告書等も踏まえて判断されます。 
 

１ 報酬付与を求める期間 

 いつから                 いつまで 
  □ 就職の日                □ 令和  年  月  日 
  □ 令和  年  月  日         □ 終了の日 
 

２ 消費税課税事業者 

  □ 申立人は、消費税課税事業者である。    
 

３ 報酬助成の有無 

  □ 報酬助成を受けない（又は受けられない）見込みである。 

  □ 報酬助成を受ける（又は受けられる）見込みである。 

   （助成見込額 □ 月額         円 □ 金額不明） 

  □ 報酬助成を受けたいが、現時点では受けられるか分からない。 
 

４ 報酬の算定において考慮してもらいたい事情 

  □ ない   

□ ある → 以下の事務のうち、該当するものの□に✔又は■を入れて、事務ごとに報酬付与申立 

事情説明書別紙を記載して提出してください（①～⑳に関するもの以外について考慮

してもらいたい事情がある場合は、㉑その他を選択してください。）。 

生活面の事務について 
□①転居                             
□②入院・転院・退院  
□③施設の入所・変更・退所                  
□④医療関係の契約 
□⑤介護保険サービスの申請・契約・内容変更 
□⑥障害福祉サービスの申請・契約・内容変更 
□⑦医療費・介護保険サービス利用料の減免措置等（自立支援医療費・限度額認定等）の申請・更新 
□⑧年金、障害年金の受給申請・遡及申請・更新 
□⑨生活保護の受給申請・申請のための相談等 

 
財産管理面の事務について 
□⑩不動産の売却・処分                             
□⑪不動産の修繕・管理  
□⑫保険金の請求手続 
□⑬立替金などの債権回収手続 
□⑭訴訟 
□⑮調停・審判 
□⑯相続に関する手続（単独相続・相続放棄等） 
□⑰遺産分割協議  
□⑱示談（交通事故等） 
□⑲債務整理 
□⑳破産手続・個人再生 

 
その他の事務について 
□㉑その他（①から⑳に該当しない日常的な事務以外の事務。同意権・取消権の行使も含む。） 

 

１２．報酬付与申立事情説明書 
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※（ ）内に報酬付与申立事情説明書で選択した事務の番号①～㉑を記入してください。 

※ 資料を添付する場合は、「資料①－１」などと番号を付けて写しを添付してください。後見等

事務報告書で添付した資料と同じ場合は、重ねて提出する必要はありません。 

 

報酬付与申立事情説明書別紙（  ） 

※ 該当する事項の□に✔又は■を入れてください。 

※ 事務の内容や労力を要した事情等は簡潔に記載してください。事情を特定できない場合は報酬の算定に

おいて考慮することができませんので、業務日誌や「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」

所定のアセスメントシートなどをそのまま引用するなどの方法は相当ではありません。 

※ 記載欄に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、Ａ４サイズの用紙をご自分で準備の上、記

載してください。 

 

１  本件事務の内容 

□ 資料（  ）－       のとおり 

□ 以下のとおり 

                                           

                                           

                                           

                                           

 

２ 上記事務の現在の状況について、記載してください。 

□ 事務が終了した                                          

□ その他（                            ） 

 

３ 本件事務により、報酬を求める期間内に本人が得た（又は財産の減少を免れたことによる）利  

益額（例：金銭関連訴訟については現実に入手した金額（遅延損害金を含む。）や相手の請求額  

から判決等で認められた金額を控除した金額、不動産関連訴訟については固定資産評価額、不動  

産の任意売却については売却額から諸経費を控除した金額、遺産分割対応については本人の取得  

遺産額） 

□      万円（※１万円未満切り上げ）【金額の裏付け資料は、資料（  ）－  】  

  □ 特になし（経済的利益を観念できない場合も含む） 

 

４ 本件事務の第三者への委任（依頼）について 

□ 本件事務を委任（依頼）していない  

□ 本件事務の［□全部 □一部（            ）］を［□弁護士 □司法書士     

□税理士 □不動産仲介業者 □不動産管理会社 □その他（        ）］に委任        

（依頼）した  

上記報酬額         万円（※１万円未満切り上げ） 
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５ 本件事務を行うにあたり特に困難であった事情又は労力を要した事情 

※ 後見人等が行った本人や親族・関係者等との協議の回数や内容等についてもこちらに記載し     

てください。訴訟等における出廷等の回数や強制執行の申立ての有無についてもこちらに記載   

してください。 

□ 以下のとおり □ 特になし 

                                             

                                              

                                              

                                              

                                              

□ 上記事情を裏付ける資料は資料（  ）－     のとおり 

※ 上記事情を裏付ける資料がある場合は提出してください。既に提出している場合は重ね    

て提出する必要はありませんが、資料を提出した日にちが分かれば、資料の提出日も記載 

してください。  

※ 報酬付与申立事情説明書で選択した事務のうち、①転居、②入院・転院・退院、③施設      

の入所・変更・退所、⑩不動産の売却・処分については、「意思決定支援を踏まえた後見    

事務のガイドライン」所定のアセスメントシートを作成している場合には、同アセスメン 

トシートを提出することも差し支えありません。 
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後見人等報酬助成に係る申出書 
令和   年  月  日 

 釧路市長 様 

 

私（申出者）は、釧路市成年後見制度利用支援事業実施要綱第５条第１項の規定に基づ

き、後見人等報酬助成を受けたいので申し出します。  

   

申
出
者
（
後
見
人
等
） 

氏名                                 

住所 

〒 

  

                   電話番号 

被
後
見
人
等 

氏名  後見類型 
後見 ・ 保佐 ・ 補助 

（ 認知 ・ 知的 ・ 精神 ） 

生年月日 大正・昭和     年   月   日 申立人 市町村長 ・ 本人 ・ 親族 

住所 

〒 

  

                   電話番号 

生活状況 施設入所   ・   医療機関入院   ・   在宅生活  

申請資格 

（該当番号に○） 

＊申出日現在 

１ 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者 

２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による 

支援給付受給者 

３ 市民税非課税者 

報酬付与 

請求期間 
   年   月   日  ～     年   月   日     

本人財産               円 

添付書類 
□ 財産目録、金銭出納簿、預金通帳（写）  □ 後見予算に関する書類 
□ 登記事項証明書（写）           □ 直近の報酬付与審判書（写）  
□ 本人確認書類              □ その他、必要とする書類 

※被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人を、後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。 

 

 
 

（施・医）18千円 ×（期間）     ＋（在宅）28千円 ×（期間）       ＝                 円(Ａ) 
（本人財産）              円 － 保有金（生・中20万円・非30万円）＝              円(Ｂ) 

                     ＊被後見人等死亡の場合は保有金を認めない (本人財産＝(Ｂ)) 

 

□ 助成対象 ⇒（Ｂ）≦ ０円 又は （Ａ）＞（Ｂ）   □ 助成対象外 ⇒（Ａ）＜（Ｂ）  

 
上記申出について、内容を審査した結果（ 助成対象・助成対象外 ）であることを確認したので、 

申出者に対し、別紙のとおり通知いたしたい。   
 
 令和    年   月   日 

  

決裁 

次長・課長 課長補佐・専門員 受付者  発行番号 施行印 

      

（以下、市記入欄のため記入しないでください） 

Ｒ３．４ 

平成 

令和 

平成 

令和 
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kouken1
スタンプ



 委  任  状  

 

 

 後見人等報酬助成に係わる申出について、下記の者に提出事務の権限を委任いたします。 

 

 

記 

 

 

令和  年  月  日 

 

 
 
 

  

受任者 

（代理人） 

住所  

氏名                          

委任者 

（請求者） 

住所  

氏名                         印 
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成年後見制度利用支援事業助成金申請書 
 

令和   年  月  日  

  釧路市長 様 

 

 私（申請者）は、釧路市成年後見制度利用支援事業実施要綱第５条第５項の規定に 

基づき、後見人等報酬助成金を申請します。 
 

申
請
者
（
後
見
人
等
） 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

氏名  

住所 

〒 

  

                電話番号 

被
後
見
人
等 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
生年月日 年  月  日 

氏名  
後見類型 後見 ・ 保佐 ・ 補助 

住所 

〒 

  

                電話番号 

生活

状況 
施設入所   ・   医療機関入院   ・   在宅生活  

申請資格 

（該当番号に○） 

１ 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者 

２ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 

律による支援給付受給者 

３ 市民税非課税者 

報酬付与期間     年   月   日  ～     年   月   日  

本人財産 円  
後見人等報酬助成に係る 

通知書発行番号 

申請額 円  釧 社 第      号 

添付書類 
 □ 報酬付与審判書謄本（写） 
 □ 本人確認書類 
 □ その他、必要とする書類 

※被後見人等とは、成年被後見人、被保佐人、被補助人を、後見人等とは、成年後見人、保佐人、補助人をいいます。 
 
 
 
 
 
 

 

 
大正 
昭和 

Ｒ４.４ 

平成 
令和 

平成 
令和 
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スタンプ



 

 

 

 

 委  任  状  

 

 
  成年後見制度利用支援事業助成金の申請について、下記の者に提出事務の権限を委任

いたします。 

記 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

受任者 

（代理人） 

住所  

氏名                          

委任者 

（請求者） 

住所  

氏名                         印 
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金 銭 受 渡 書 

 

令和  年  月  日   

 

              様  

 

金 額                円 

       ただし、              として 

 

                    事業所名 

 

                    氏 名              ㊞ 

 

１５．金銭受渡書 
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日付 適要 預かり金 支出 残高 備考

　　　預かり現金出納帳（　　）月分

　　　事業所名（　　　　　　　　　　）

１６．預かり現金出納帳

74



(円)

日付 適要 収入 支出 残高 備考

　　　小口現金出納帳（　　）月分

１７．小口現金出納帳
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No

内容 金額

後見人活動費

市民後見人活動記録

年　月　日 時刻 活動内容

活動記録

１８．市民後見人活動記録
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Ⅴ 市民後見人活動Ｑ＆Ａ 
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⚫ 後見人等に選任され、審判が確定した後に着手しなくてはならない事項は次

のとおりです。 

 

◼ 登記事項証明書の取得 

◼ 本人との面談 

◼ 支援者・関係者等との顔合わせ 

◼ 財産等の引き受け 

◼ 金融機関への届出 

◼ 行政機関等への届出 

◼ 郵便物の取り扱いの検討 

◼ 財産調査 

◼ 後見人等同士の役割の検討（単独受任の場合は不要） 

◼ 家庭裁判所への初回報告（審判確定後１ヶ月以内） 

 

⚫ 補助・保佐の場合は審判書が届いたら、必ず自分に与えられた同意権、代理

権を確認しましょう。代理権目録に記載のないことを本人の代わりに行うこ

とはできませんので注意が必要です。 

 

 

 

 
 

後見人等に選任されたら、まずどのようなことをしなくてはなり 

ませんか。 
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⚫ 自分が後見人等であることを証明するには、東京法務局に備えられた「後見

登記ファイル」に基づいて発行される「登記事項証明書」を提示することに

なります。東京法務局に郵送で請求するか、釧路地方法務局の窓口で取得で

きます。 

費用は１通   円（収入印紙）です。この費用は後見活動の経費として

本人の財産から支払います。負担を最小限にするために、可能な限り１通を

使い回すようにしましょう。 

⚫ 「登記事項証明書」を取得できるようになるのは、後見等開始の審判が確定

してから１週間程度です。それまでに後見人等であることを証明する必要が

ある場合には、「審判書謄本」及び家庭裁判所で発行する「審判確定証明書」

を取得します。 

後見登記されたかどうかは家庭裁判所から送られる「登記番号通知書」で

知ることができます。後見登記の状況を早めに確認したい場合は東京法務局

に電話で問い合わせることもできます。 

⚫ 一旦登記がなされた後に生じた変更登記手続（本人や後見人等の住所・戸籍・

氏名等の変更等）や終了手続は後見人等が行うことになります（東京法務局

へ郵送）。 

 
 

 

 

 

 

 
 

後見人等であることを証明する場合に、提示するべき書類は何で 

しょうか。また、その書類はどのような方法で取得するのでしょ 

うか。 

【東京法務局 後見登録課】 
〒１０２―８２２６ 

  東京都千代田区九段南１－１－１５ 
九段第２合同庁舎 ４階 

  東京法務局民事行政部後見登録課 
  ＴＥＬ ０３－５２１３－１３６０ 
□ 登記事項証明申請書 
□ 収入印紙５５０円（１通につき） 
□ 返信用封筒 

 

【釧路地方法務局】 
〒０８５－００１７ 

  釧路市幸町１０丁目３番 釧路合同
庁舎 １階 

  ＴＥＬ ０１５４－３１－５０００ 
□ 登記事項証明申請書 
□ 収入印紙５５０円（１通につき） 
□ 本人確認書類（運転免許証等） 
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⚫ 後見人等として、本人の財産状況を把握し今後の財産管理の責務を果たすた

め、一定の財産を後見人等の管理下に置くことが求められます。存在が判明

している財産については速やかに引渡しを受けます。具体的には、預貯金通

帳、キャッシュカード、現金等です。 

⚫ 審判書と同封される財産目録に、誰が財産を管理しているかが記載されてい

ます。センターも財産の管理者を把握している場合が多いので、ご相談下さ

い。 

⚫ 引渡しを受けるときには、引き渡される物を列挙した受取書（次ページ様式

参照）を作成し、後見人等が署名押印して相手方に交付します。後見人等も

控えを残しておきましょう。 

⚫ 本人から引渡しを受ける場合には、支援者に同席を依頼する等、事実関係を

明確にするよう努めます。 

 

 

 
 

現に財産を管理している人から財産の引渡しを受ける場合は、 

どのように対応すべきでしょうか。 
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受 取 書 
 

        様 

 

        様にかかる下記の物品を受け取りました。 

 

記 

 

 種  類 書類を特定する事項 備 考 

(１)    

(２)    

(３)    

(４)    

(５)    

(６)    

(７)    

(８)    

(９)    

(10)    

   

令和  年  月  日          

  

住 所                   

 

氏 名                 ㊞ 

参考 
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⚫ 各金融機関への届出は、後見人等に就任した後にすぐ行うべき大事な事務で

すので、登記事項証明書が入手出来たらすぐに行いましょう。なお、各金融

機関には所定の届出用紙がありますので、必要事項を記入し添付書類ととも

に提出します。 

⚫ 添付すべき書類として、 

◼ 登記事項証明書 

◼ 後見人等の本人確認書類（運転免許証等） 

◼ 後見人等の届出印 

が挙げられますが、他にも後見人等の印鑑証明書等、金融機関によって求め 

られる書類が異なりますので、事前に電話等で必要書類について問い合わ 

せるとよいでしょう。 

⚫ 後見人等の届出をすると、口座名義が「釧路太郎 成年後見人（保佐人また

は補助人） ○○○○（後見人等氏名）」等に変更され、以降は後見人等の

届出印で入出金することになります。 

⚫ 後見人等の登録をした口座では、これまで本人が使用していたキャッシュカ

ードは廃止となります。金融機関によっては新たに代理人カードの発行を認

められる場合があります。使用する際は管理に十分気を付けましょう。 

 

 
 

金融機関に対して後見人等に就任したことを届けるためには、 

どのような書類が必要になるでしょうか。 
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⚫ 届出が必要なものとして、年金、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、

自立支援給付等があり、送付先の変更等を行います。 

⚫ 年金については、年金事務所への届出により、後見人等の住所へ本人の年金

の通知書等の送付先を変更することができます。 

 

 

 

 

 

⚫ 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、自立支援給付等については

市役所の担当窓口に後見人等就任の届出と、必要に応じて送付先変更の手続

をします。 

以上の手続きをする際に必要なもの 

◼ 登記事項証明書 

◼ 後見人等の本人確認書類（運転免許証等） 

◼ 後見人等の認印 

⚫ 本人が生活保護を受給している場合には、担当のケースワーカーに後見人等

就任の報告をしておきましょう。 

  

 

 

  

 
 

後見人等に就任した場合、行政機関等にどのような届出が必要 

ですか。 

【釧路年金事務所】 

〒０８５－００１３ 

 釧路市栄町９丁目９番２号 釧路年金事務所 ２階 

 ＴＥＬ ０１５４－２４－７８８９ 
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⚫ 本人が受け取る郵便物の中には私生活に関わる物もあることから、郵便物の

転送は後見人等の権限には含まれておりません。後見事務に関わる文書の送

付先を後見人等へ変更したい場合は、問題５に示したとおり、個別の機関・

窓口に変更の届出を行う必要があります。 

⚫ 一方、後見類型に限っては審判確定後、成年後見人が本人の財産を正確に把

握し、適切な財産管理を行う必要がある場合に限り、家庭裁判所の審判を経

て６ヶ月を限度に郵便物の成年後見人への回送を行うことができるように

なりました。 

この申立を行う明確な理由が必要となりますので、申立を検討する際には

センターに一度ご相談ください。 

⚫ なお、本人の居所が変わった場合には、最寄りの郵便局に備えてある「転居

届」に必要事項を提出し、転居先に郵便物が届くよう手続を行います。転居

届の有効期間は１年間ですので、更新が必要な場合は忘れずに届出をしまし

ょう。 

  

 
 

本人の郵便物をすべて後見人等宅に転送することは可能でしょ 

うか。 
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⚫ 入院中や施設入所中など本人が不在の時に、自宅内の探索や確認を行う場合

があります。このような場合には単独で行動せず、支援者の協力を仰ぎ、複

数で対応するようにします。 

支援者とは、ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員、行政担当者

等、職務上の守秘義務を負っている支援者などです。もし適当な人が見つか

らなければセンターに相談します。 

⚫ 当然のことですが、留守になっている本人の居宅・居室を訪問する際には本

人の同意を得ることが必要です。同意ができる状態でない場合は、目的を明

確にしたうえで複数人の支援者で合意のうえ訪問します。 

⚫ 本人宅にて、新たに財産が見つかったり、郵便物から親族の連絡先が判明し

たりするかもしれません。また、遺言等が発見されることもあるかもしれな

いので、その際は本人と話し合いのうえ、後見人等で管理するもの、本人が

管理するもの、自宅に保管しておくもの等を明確にしておきます。本人宅か

ら書類等を持ち出す際には目録を作成し、同席者にチェックしてもらいまし

ょう。 

  

 
 

本人の留守宅を訪問する必要が生じた場合は、どのように対応す 

るべきでしょうか。 
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⚫ これまでのＱ＆Ａで述べてきた就任後の様々な活動を一通り終えた後は、日

常的な活動として、以下の活動を行うことになります。 

 

◼ 定期的に本人と面談して、本人の意向や生活状況をよく把握するよう

にします。概ね月１回以上の訪問が望ましいと思われます。一方、面

会制限のある施設や病院ではオンラインでの面会や電話での状況確認、

支援者からの情報収集に努めます。 

◼ 本人の意向や状況の変化に応じて、必要な支援内容につき、支援者や

関係機関との協議を行いましょう。 

◼ 財産面では、預貯金等を保管・管理し、年金その他の定期的な収入の

確保と本人の日常生活に必要な支出を行います。 

◼ 以上の活動について、後見人等の活動内容と月々の収支状況を記録し

ておきましょう。 

 

⚫ 本人の財産管理について、不測の場合への対応のため、一定の預貯金の確保

は必要ですが、本人の生活の質を高めるために財産を活用することも重要で

す。本人、支援者と協議して本人の意思に沿った管理を心がけましょう。 

 

 
 

後見人等として、日常的にどのような活動をしたらいいのでしょ 

うか。 
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⚫ 各種契約が本人にとって必要な契約なのか、必要である場合にはどの事業所、

施設、病院が適切なのかを検討する必要があります。特に施設は本人にとっ

て終の棲家になることもあるため、本人や支援者の意見を参考に、本人にと

って安心できる環境かどうか検討しましょう。 

⚫ 契約の際には契約書、重要事項説明書の記載内容を必ず確認し、費用負担や

支払い方法、解約する場合の決まり事等について確認しておきましょう。 

病院の場合は、診療計画やリハビリ計画等を確認します。また、洗濯や必

要物品の購入を誰が行うのか、支払いはいつまでにどの方法で行うのかを確

認します。特に、洗濯や物品の購入については後見人等の本来の業務ではあ

りませんので、可能な限り施設や病院による預かり金での対応を依頼しまし

ょう。また、金銭に余裕がある場合にはクリーニングや有償ボランティア等

を活用したりすることも検討しましょう。 

⚫ 以上について確認後、契約者の欄に「釧路太郎 成年後見人（保佐人または

補助人）○○○○（後見人等氏名）」と署名します。代理人の欄が設けられ

ている場合はその欄に署名しましょう。 

 

  

 
 

介護サービス契約、施設入所契約、入院契約等について、後見人 

等として契約署名する場合は、どのように対応すればよいのでし 

ょうか。 
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⚫ まずは後見人等として賃貸借契約の解除に関する代理権が付与されている

かを確認しましょう。代理権がある場合でも、本人の居住用不動産の契約を

解除する場合には、後見人等の判断だけで行うことはできず、家庭裁判所の

許可が必要です。これに反した場合は無効となりますので注意が必要です。 

⚫ 本人がこれまで住み慣れた住居を処分し、居住環境を変化させることは、本

人の精神状態に大きな影響を及ぼす可能性があることから、本人にとって必

要かどうかを慎重に判断することが必要です。現在は施設入所や長期の入院

となっていても、本人は自宅に戻りたいと願っているかもしれません。 

⚫ まずは賃貸借契約の解除をする必要性（本人の意思、経済的負担）を吟味し、

本人に何度も意思確認したうえで判断します。その事情を詳しく記載し、家

庭裁判所に居住用不動産処分許可を求める申立書を提出します。申立には 

    円の収入印紙と郵便切手が必要となりますので、本人財産から必要

経費として支出します。 

 

  

 
 

本人が居住するアパートの賃貸借契約を解除する必要がある場 

合にはどのように対処すべきでしょうか。 
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⚫ 利益相反とは、後見人等と本人のどちらか一方の利益となり、もう一方には

不利益になる行為とされています。 

例えば、本人が使用しなくなった自動車を後見人等が購入する場合、本人

は高く売りたい一方で後見人等は安く買いたいため、利害関係に不一致が生

じます。このような関係は避けなければなりません。 

⚫ よく問題になる利益相反関係は、後見人等が経営する又は所属する介護サー

ビス事業所が本人のための介護サービスを提供する場合です。介護サービス

の利用とはいえ、利用料の支払いやサービス内容の苦情を申立てることも後

見人等の職務の一つですので、後見人等と本人の双方に利益、不利益が生じ

る可能性があることから、このような契約は避ける方がよいでしょう。 

⚫ 後見人に就任した後に利益相反関係が生じていることがわかるケースもあ

ります。その場合は契約を継続することが妥当かどうか吟味し、必要に応じ

て後見人等が関与していない事業所に変更することも選択肢の一つとなり

ます。どうしても契約を継続することが本人にとって必要と判断される場合

には、事情を家庭裁判所に伝え、対応について相談します。 

  

 
 

本人と後見人等の利益相反関係とは、どのような場合を指すので 

しょうか。 
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⚫ どのような内容について、後見人等に身元保証人になること等を求めている

のか、明確にしましょう。できる限り文書でその内容を把握し、後見人等が

職務として担えるものと担えないものに分けましょう。 

そのうえで、施設や病院等、身元保証人を求めている相手と、後見人等と

して担う内容について確認し、後見人等は身元保証人、身元引受人、連帯保

証人になれないことを丁寧に説明しましょう。 

⚫ 多くの施設や病院は料金の支払いが滞りなく行われるかどうか、緊急時に対

応できる人物がいるかどうかを心配されているため、後見人等として、支払

いは必ず行うこと、緊急の際にはしかるべき対応を行うことを伝え、理解を

求めましょう。 

説明したうえで、どうしても相手方から保証人や身元引受人が必要と言わ

れた場合は、その場で判断せずに持ち帰り、一度センターに相談してみまし

ょう。 

  

 

 

 

 

 

 
 

身元保証人、身元引受人、連帯保証人になることを求められ、 

署名を要求された場合はどのように対応すべきでしょうか。 
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⚫ 後見人等には医療の同意をする権限はありません。そのことを病院、医師等

に予め伝えておく必要があります。本人に親族がいない、あるいは親族が対

応できない場合、医師から病状の説明を受けることはあるかもしれません。  

その結果、緊急の場合は医師の判断を優先させる、そうでない場合は本人

の今後の居所の問題との関係も含め、支援者や本人と相談し、どの治療方法

が望ましいのか、医師の意見も尊重しながら検討することは十分に考えられ

ます。 

⚫ 本人自身が治療にまつわる意思表示を明確にできる場合は、丁寧にその意思

を確認し、医師に伝えるようにしましょう。 

⚫ どうしても手術や治療のため後見人等の同意を求められた場合は問題１２

と同様、その場で判断せず、一度持ち帰ってセンターに相談しましょう。 

  

 
 

手術や治療のため、医療同意を求められた場合は、どのように対 

応すべきでしょうか。 
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⚫ 保佐開始の審判により保佐人に付与される権限は、民法 13 条に定める同意

権と、これに反した場合の取消権のみであり、保佐人が代理権を得るために

は代理権付与の申立をすることが必要です。 

⚫ 補助開始審判の場合は、補助人が同意権や代理権を得るためには家庭裁判所

に同意権、代理権付与の申立をすることが必要です。 

⚫ 市民後見人として受任する際には、本人にとって必要な同意権及び代理権が

既に付与されている場合がほとんどですが、中には途中で突然本人に相続が

発生した等、代理権に含まれない事柄が発生する場合があります。 

その場合、代理権を追加する申立を家庭裁判所に行うことができます。同

意権についても同様に、項目を追加することができるため、保佐人・補助人

として対応が必要になった項目につき、本人と相談し、同意を得た上で、家

庭裁判所に申立を行います。 

⚫ また、本人の判断能力の低下が進み、後見相当となり、包括的な代理権によ

る援助が必要となった場合は、後見開始の審判への変更を求める申立を行う

こともできます。 

⚫ 代理権や同意権の追加が必要かどうか、また、本人への同意の求め方、ある

いは後見開始への移行の適否など、判断が難しい場合には、事前にセンター

に相談しましょう。 

 

 
 

保佐人・補助人として就任したが、元々付与されていない同意 

権や代理権を必要とする場合はどのように対応すべきでしょう 

か。 
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⚫ 後見人等は本人が死亡した時点で代理権を失うので、遺体の引き取りを含む

死後の事務については、後見人等の業務ではありません。病院や施設から遺

体の引き取りを求められた場合は遺族に依頼してもらうようにします。 

⚫ しかし、親族がいない場合にはやむを得ず後見人等が引き取りをしなければ

ならない立場に置かれることもあるでしょう。事前に想定されるケースでは、

前もって家庭裁判所や入所施設、入院先と後見人等が手配をして良いか確認

しておくことも考えましょう。 

⚫ 親族はいるけれども遠方のためすぐに対処ができない場合に、後見人等が相

続人から依頼されて葬儀等の手配をする場合も考えられますが、この場合は

後見人等としてではなく、相続人に協力しているものと捉えるべきです。 

⚫ また、本人が生活保護受給者で身寄りがない場合は、本人死亡の連絡を受け

たときに担当のケースワーカーに連絡を取り、対応について協議します。 

 

 

 

 

 

 
 

病院や施設から遺体の引き取りを依頼された場合、どのように対 

応すればよいでしょうか。 
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⚫ 後見人等の代理権は本人の死亡と同時に消滅しますので、本人死亡後に行わ

れる葬祭や納骨について、後見人等には本来権限がありません。原則的にこ

れらは遺族が執り行います。 

⚫ しかし、親族がいない場合で本人の意思に反しない限り、社会的に相当と認

められる範囲内であれば、火葬や納骨等を後見人等が執り行い、その費用を

管理している財産から支出することを求められることもあります。 

⚫ 後見類型の場合は、家庭裁判所の許可を得ることにより、本人が亡くなった

後の火葬又は埋葬の契約締結を後見人が行うことは認められるようになり

ました。 

ただし、行う義務があるということではありません。納骨についても同様

に認められていますが、葬儀は含まれないため注意が必要です。また、本人

死亡後に預貯金を払い戻す必要がある場合は家庭裁判所の許可が必要です。 

⚫ 以上のように、法律上の権限に基づいて行うことのできる範囲は限られてい

ることを十分理解し、家庭裁判所及びセンターと連絡を取り合い、後のトラ

ブルを予防するためにも、慎重に進めるようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 
 

葬祭や納骨を執り行う親族がいない場合、どのような対応が必要 

でしょうか。 
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⚫ 本人の死亡により後見人等の代理権は当然に消滅します。それを念頭に置い

て行動することが重要です。本人の権利義務はすべて相続人に承継されます。 

⚫ まずは死亡の事実を、連絡先のわかる相続人と家庭裁判所、センター、金融

機関等に連絡します。 

なお、本人死亡後に預貯金を払い戻すにあたっては、民法の「応急処分事

務」「事務管理」に該当しない限り、家庭裁判所の許可を得る必要がありま

す。 

このような場合には専門的な知識を要し、ケースによって対応が異なるた

め、一度センターにご相談ください。 

⚫ 法律上、後見人等としての最後の職務は以下の通りです。 

① 管理計算義務・引継義務 

２ヶ月以内に最終の収支報告と財産の明細をまとめ、家庭裁判所に報告

します。報告終了後、相続人等財産を受領する権限を持つ者に財産を引

き継ぎます。 

② 弁済期が到達した債務の弁済、火葬・埋葬等 

相続人の意思に反することが明らかでない場合で相続人等がその事務

を処理し得るときまで、必要な弁済・行為を行うことができますが、当

該行為が家庭裁判所の許可を得る必要があるかどうか等、判断は慎重に

行わなければなりません。また、後見人等が費用を立て替えてまで処理

する義務はありません。 

③ 後見等の終了登記を申請 

東京法務局へ郵送で申請します。 

④ 死亡届の提出 

戸籍法の改正により、後見人等も死亡届の届出義務者と定められました。

届出を出すべき親族がいない場合には後見人等として対応します。 

⚫ 死後の事務をどの範囲で行うかはケースによって大きく異なるため、後見人

等が独自で判断せず、関係機関と相談しながら進めましょう。 

 
 

本人が死亡した場合、後見人等としてどのような対応が必要で 

しょうか。 
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⚫ 以下のように場合に分けて考えましょう。 

 

① 生前、本人が遺言書を作成しているのであれば遺言書に従います。 

② 遺言がなければ、相続人の中で財産の引き渡しを受ける代表者を決めて

もらい、引渡しを行います。その際、可能であれば相続人代表者を除く

相続人全員から代表者を定める書面に署名押印いただき、提出してもら

います。 

③ 相続人代表者が決まらず、引渡し先が決まらない場合は家庭裁判所に事

情を説明し、対応について相談します。 

④ 相続人は判明しているが、受け取りを拒否している場合、供託を利用で

きる可能性があります。 

⑤ 相続人が全くいない場合、全員が相続放棄した場合等は相続財産管理人

選任の申立をする方法があります。 

 

⚫ 相続財産の引渡し先がない場合は特に、専門知識を要する局面なので、家庭

裁判所やセンターとよく相談することが必要です。 

  

 

 

 
 

本人の死亡後、相続人に保管していた財産を引き渡す際、相続人 

が複数存在する場合、または相続人がいない場合はどのような対 

応が必要でしょうか。 
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釧路市権利擁護成年後見センター市民後見人の登録及び活動等に 

関する取扱い基準 

 

 

この基準は、釧路市権利擁護成年後見センター（以下「センター」という。）が釧路市権利擁護成年後

見センター事業（中核機関業務）実施要綱に基づき、市民後見人の登録及び推薦等を行うにあたって必要

な事項を定める。 

 

１．登録 

（１）市民後見人バンクへの登録 

  センターは、家庭裁判所への後見人等候補者の推薦等を行うにあたり、あらかじめ市民後見人バン

ク（以下「バンク」という。）に市民後見人の名簿登録を行うものとする。 

（２）登録の基準 

センターは、次の基準をすべて満たしている者をバンクに登録することができる。 

①新規登録申請時に、釧路市内に在住していること。 

②新規登録申請時に、センターが開催する市民後見人養成講座を修了していること。 

③市民後見人として活動する意思を持ち、成年後見制度に関する基礎的な知識を有し成年後見人、保

佐人、補助人（以下「後見人等」という。）としての活動を安定的、継続的に実行できる健康状態

や生活状況にあること。 

④センターが登録者に対して行う定期的な研修に参加できること。 

⑤次の後見人等の欠格事由に該当しないこと。 

ア．成年後見開始・保佐開始・補助開始の審判を受けた者 

イ．家庭裁判所で法定代理人・保佐人・補助人を免ぜられた者 

ウ．破産者 

⑥登録時に概ね２５歳以上７５歳未満であること。 

（３）登録期間と更新の手続き 

登録期間は、最長３年とする。更新の基準は、登録の基準と同様とする。ただし、以下の場合は更新

を妨げない。 

①更新時に７５歳以上であり、健康状態が良好である者 

  ②更新時に釧路市以外の住所であるが、活動が可能である者 

２．登録者の活動等 

（１）センターは、申立を行おうとする者、又は家庭裁判所から後見人等の推薦依頼があった場合におい

て、登録者を後見人等候補者として紹介、又は推薦することができる。 

（２）センターは、市民後見人バンク登録者から、法人後見支援員を選考する。 
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（３）センターは、必要に応じて登録者から活動状況の報告を求めることができる。 

（４）センターは、後見人等になった登録者に対して必要な支援及び助言を行う。 

 

３．登録者の責務 

（１）登録者は、市民後見人としてふさわしい倫理観をもって誠実に活動及び業務にあたらなければな

らない。 

（２）後見人となった登録者は、定期的にその活動状況を報告するものとする。 

（３）登録者は特段の事情がない限りセンターの開催する研修に参加し、資質の向上に努めなければな

らない。 

（４）登録者は、後見人等候補者となるにあたっては、保険に加入するものとする。 

 

４．登録の抹消 

（１）センターは、登録者が前項の責務を果たさなかった場合には、必要な審査を行ったうえで登録を抹

消することができる。 

 

５．個人情報の取り扱い 

（１）センター及び登録者は、個人情報の保護を図るため、細心の注意を払わなければならない。登録者

でなくなった時も同様とする。 

 

附則  

１．この基準は平成２５年４月１日から施行する。 

２．この基準の施行の際、現に釧路市が開催した市民後見人養成講座を修了した者は、センターが開催す

る市民後見人養成講座を修了した者とみなすものとする。 

３．この基準は平成２７年１０月１日から施行する。 

４．この基準は平成３０年４月１日から施行する。 
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釧路市権利擁護成年後見センター市民後見人バンク登録者みなさんへ 

市民後見人活動報告について 
 

釧路市権利擁護成年後見センター 令和７年４月現在 

 

 

市民後見人としての活動内容については後見実務が円滑に進められているか確認をさせていただい

ております。 

基本的には後見等活動は受任された後見人等同士で連携し、被後見人等の財産管理、身上監護等の

後見実務を進めていただく事になりますが、定期的な活動報告について下記の通りといたしますので

よろしくお願いいたします。 

 

受任中ケースの釧路市権利擁護成年後見センターへの市民後見人活動報告について 

 

（１）報告種別およびセンターへの報告(面接)時期について 

 ①活動報告は下記の３つの種別に分類します。 

報告種別 報告(面接)時期の目安 確認内容等 

（１）新規 選任後３ヶ月後 後見実務スタート時の後見実務内容の確認と課題の

有無について確認します。 

（２）定期 選任後１２ヶ月毎 受任ケースの後見実務の内容に変化がないかの確認

や活動上の課題がないか確認します。 

（３）終了 終了後２ヶ月後 後見実務終了後の活動内容について確認します。 

 

 

（２）市民後見人活動報告面接について 

①活動報告面接の時期は家裁への定期報告の時期を目安に設定します。 

②報告時期には釧路市権利擁護成年後見センターから「面接日程調整票」をメールまたは郵送します。 

③担当する市民後見人同士で連絡調整のうえ、「面接日程調整票」の日程案から出席可能な時間帯を事務

局へ連絡してください。（※専門職との複数人後見の場合や単独での受任の場合を除く） 

④原則として後見人等２名が同席の上面接とします。 

⑤面接日程は新規の場合は家裁への報告の前を基本としますが、その他の報告は必ずしも家裁への報告

前に設定できない場合もありますのでご了承ください。その場合は家裁への報告事務で不明点等相談が

ある場合は個別に事務局へ連絡し事前調整を図り、家裁への報告が遅れることの無いように事務を進め

てください。 
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（３）活動報告面接時の提出書類について 

①報告時の提出書類は別紙「提出書類一覧」（市民後見人活動マニュアル参照）をご確認ください。 

②「市民後見人活動報告書」は面接日の数日前までに事務局へ事前提出してください。 

③「市民後見人活動報告書」「面接日程調整票」は担当する市民後見人同士で連絡調整のうえ１部提

出してください。 

④「財産目録」は面接日の時点で決算が終わっていない場合は予定で提出してください。その場合家

裁へ提出したものは後日センターにも提出してください。 

⑤「財産目録」「収支予定表」の様式は市民後見人活動マニュアル様式集または裁判所ホームページ

（後見ポータルサイト）からダウンロードしてご使用ください。 

 

（４）定期活動報告以外のセンターへの報告事項について 

 上記の活動報告時期にかかわらず後見実務にかかわる下記に挙げるようなことがあった場合は権利

擁護成年後見センターへ電話等にて報告してください。 

 

① 新規受任で家庭裁判所から審判の通知文書が届いた時 

② 家庭裁判所から「後見等事務報告書（初回報告）」が郵送されてきた時 

③ 被後見人の身体状況に生命にかかわる大きな変化があった時 

④ 被後見人が長期的な入院になった時 

⑤ 被後見人が死去された時 

⑥ 被後見人の生活場所について変更があった時 

⑦ 被後見人が生活保護受給等利用制度の大きな変更があった時 

⑧ 市民後見人の住所等が変更になった時 

⑨ 市民後見人の健康状態などの事由により事実上後見人等の実務にあたれなくなった時 

⑩ 市民後見人へ家庭裁判所から定期報告以外の事務等の連絡があった時 

⑪ その他後見人等が権利擁護成年後見センターに報告するべき事項と判断することがあった時 

 

 

 

連絡・問い合わせ先   

釧路市権利擁護成年後見センター 

〒 085-0011 

釧路市旭町１２番３号 釧路市総合福祉センター３階 

電話 ２４－１２０１  FAX ２４－３７６２ 

メール：kouken@kushiro-city-shakyo.or.jp 
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□□□市民後見人活動報告提出書類一覧
釧路市権利擁護成年後見センター

定期

12ヵ月毎

1 □市民後見人活動報告書 ○ ○ ○

2 □審判通知の写し ○

3 □登記事項証明書の写し ○

4 □収支予定表 ○

5
□後見等事務報告書
（家庭裁判所の所定様式）

○ ○

6
□財産目録
（家庭裁判所の所定様式でも可）

○ ○ ○

7 □被後見人等の預貯金通帳の写し ○ ○ ○

8 □現金出納簿の写し ○ ○

9
□報酬付与申立書と報酬付与申立事情説
明書の写し

○ ○

10
□報酬額決定審判書の写し
（報酬審判が下りている場合）

○ ○

11 □釧路市報酬助成決定額通知書の写し
（報酬助成制度を利用し、額が決定している場合）

○ ○

※各種必要様式は「市民後見人活動マニュアル」より複写してご使用ください。
　（様式のデータをご希望の方はセンターまでご連絡ください）
※「後見等事務報告書」は家庭裁判所への報告用の所定様式を提出してください。
※「財産目録」「収支予定表」は家庭裁判所への報告のために準備しているもの、
　又は提出したものを提出してください。

終了
新規

受任後３ヵ月
書類名番号
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釧路市成年後見人等報酬助成制度について 

 助成対象者 

（申請者） 

次のいずれかに該当する者の成年後見人等  

ただし、成年後見人等が成年被後見人等の親族（配偶者、直系血族又は 

兄弟姉妹）の場合は対象外  

① 生活保護法第６条第１項に規定する被保護者  

② 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等 

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者  

③ 市民税非課税者 

助成対象期間 ○成年被後見人等が釧路市に居住している（していた）期間  

○住所地特例適用期間  

○後見開始等審判の申立人が本人又は親族の場合については、平成 27年 

4月 1日以降の報酬が助成対象 

申請の流れ ①（成年後見人等）家庭裁判所に報酬付与の審判請求を行う前に、市へ 

申出書を提出してください  

②（市）助成対象の可否を審査し、成年後見人等へ審査結果を通知します 

③（成年後見人等）審査結果が助成対象可の場合は、家庭裁判所に報酬付与 

の審判請求を行う際に通知文（写し）を添付してください  

④（成年後見人等）報酬付与審判決定後、市へ申請書を提出してください 

⑤（市）助成の可否を審査し、成年後見人等へ審査結果を通知します 

助成額 報酬額（報酬期間）は家庭裁判所が決定し、助成額（助成期間）は家庭裁判所

が決定した報酬額（報酬期間）と本人（被後見人等）財産の額に応じて釧路市

が決定します。上記、申請の流れ②により助成対象可と決定された場合であっ

ても、家庭裁判所が決定した報酬額と本人財産の額によっては助成とならない

場合があります。  

例１ 本人財産（預貯金・現金など）が市が認める保有金（生活保護受給者  

20 万円・市民税非課税者 30 万円）より少ない場合 

  ⇒家庭裁判所が決定した報酬額  

例２ 本人財産（預貯金・現金など）が市が認める保有金（生活保護受給者  

20 万円・市民税非課税者 30 万円）より多い場合 

  ⇒家庭裁判所が決定した報酬額から、本人財産と市が認める保有金の差額

を差し引いた額（本人財産と市が認める保有金の差額が家庭裁判所が決

定した報酬額より多い場合は助成となりません）  

※本人死亡の場合は保有金を認めず、故人の残余の遺留金の額に応じての助

成となります。 

申請窓口 釧路市社会援護課福祉政策担当（釧路市役所本庁舎 1階） 

112

k08952
スタンプ


	9d8a656b9194f600e3b25d850448281308da0525bf151837678458740de5ed0c.pdf
	916786cde82aee224a9f52a8bee1b826a0fb403612cd4f381c8f48a55969095c.pdf

	5c9f81da25440599a0e6bf4188730355eece103cd9c7e2cd9383a2db80c4d02f.pdf
	9d8a656b9194f600e3b25d850448281308da0525bf151837678458740de5ed0c.pdf
	916786cde82aee224a9f52a8bee1b826a0fb403612cd4f381c8f48a55969095c.pdf


